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昭和３５年７月５日 

民間企業に勤めていた分は早く貰えると聞きましたが・・・。 

女性で、１年以上民間企業等に勤務していた場合、その期間の老齢厚生年金の支

給開始年齢は共済組合加入期間のそれより早くなっています。 
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構から届きますので提出してください。 

ただし、一元化により平成２７年１０月以後は、支給停止の対象になります。 

 

 

－  80 － 

27 

81 

67 81 

アバイス 

１ 退職後の医療保険制度 
公立学校共済組合の組合員が退職すると、翌日から組合員の資格を喪失します。在職中の組

合員証を使って医療給付を受けることができませんので、現在の組合員証及び被扶養者証は退

職時の所属所に返納してください。（任意継続組合員の資格喪失後の組合員証は、福利課へ返

納してください。） 

退職後は、下表に示すいずれかの医療保険制度に加入しなければなりませんが、一人ひとり

条件が異なりますので、よく考えて加入してください。 

再就職 

す る 
再就職先の
健康保険に
加入できない

退 職 

再就職 

しない 

・60歳以上の公的年金受
給者で180万円未満 

・それ以外の人で 
130万円未満の場合 

されない場合 

家族に扶養
される場合 

ワンポイントアドバイス ※ 収入には、公的年金の他、個人年金等も含みます。 

退職後の医療保険制度を選択する際に、保険料（掛金）や医療費の自己負担額の違い等により、どれが有

利なのか皆さん悩まれています。 

家族の状況や健康状態などを含め、昨年までの相談会におけるA ～ E さんの例を載せましたので参考にし

てください。 

A さん：      私は夫が既に国保に加入しているので、夫の国保税と私の任意継続掛金を合わせると国保

税の最高限度額（99万円）以上になるから、夫と共に国保に加入するわ。 

 

B さん：    私も夫婦ともに教職員で同時に退職するけど、妻が４月からは無職無収入になるので、私が

任意継続組合員に加入し、妻を私の被扶養者にするよ。
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－  81 
 

・健康保険、共済組合 
等に加入していない
方 

 
・退職共済年金受給資
格のある方 

国民健康保険 
（国 保） 

 
退 職 者
医療制度 

私も夫婦ともに教職員で同時に退職するけど、妻は定年前で退職するので４月からは無職 
無収入となる。私が任意継続組合員に加入し、妻は私の被扶養者にするよ。 

私は任意継続組合員になるけど、２年目は主に年金収入だけとなるので国保に加入しよう 
かな。任意継続掛金は２年目も同額だけど、国保税は前年の所得に応じて課税されると聞い  

たので負担額が少なくてすみそうだから、来年の確定申告後に市町村に確認して検討するわ。 

家族の加入する健康保険の 
 
被扶養者となる 

 

 

C さん：  私も勧奨退職し、４月からは無職無収入になるけど、夫がまだ現職なので、夫の被扶養  

者になるわ。  

D さん：    私は任意継続組合員になるけど、２年目は国保に加入しようかな。任意継続掛金は２年目

もほぼ同額だけど、国保税は前年の所得に応じて課税されて負担額が少なくてすみそうだか

ら、来年の確定申告後に市町村に確認して検討するわ。 

 

 

E さん：  私は健康に自信がないから、保険料の負担額よりも、給付の面を考えて任意継続組合員に 

加入する方を選択するよ。 
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区 分 加 入 要 件 等 医療費の自己負担割合等 

 
再就職先の健康保険に加入 ・強制加入となる  

 
 
 
 
 
 
 

本人・家族 

入院・外来とも 

  すべて３割 

 

  
 
 
 
選 

 
 
 
 
択 

 

 

公立学校共済組合
の任意継続組合員 

（任 継） 
 

・１年と１日以上組合員
であった方 

・退職後20日以内の申
し出 

・加入期間 ２年間 

 
 

国民健康保険 
（国 保） 

 

 
 
・健康保険、 共済組合 
等に加入していない 
方 

 

 

家族の加入する健康保険

等の被扶養者となる 

・生計維持関係等、主
として家族の収入に
より生計を維持 

 
 

 

 

 

再任用職員になられる方 

○常時勤務の場合 

任用の際に、組合員期間が引き続く場合は公立学校共済組合の組合員として資格がありますので 

手続きは不要ですが、引き続かない場合は資格喪失・取得の手続きが必要です。 

○短時間勤務の場合 

組合員としての資格はありませんので、下表の中から選ぶことになります。 

※ 再任用される場合は、フルタイム任用でなくても厚生年金・健康保険に加入する場合があり

ます。その場合は任意継続組合員になることはできませんのでご注意ください。 

臨時的任用職員（常勤講師等）になられる方 

地方自治法等の改正により、令和２年４月１日から、フルタイムで勤務する常勤講師等の臨時的任

用職員については、任用の日から公立学校共済組合の組合員資格を取得することになりました。 
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私は任意継続組合員になるけど、２年目は主に年金収入だけとなるので国保に加入しよう 
かな。任意継続掛金は２年目も同額だけど、国保税は前年の所得に応じて課税されると聞い  

たので負担額が少なくてすみそうだから、来年の確定申告後に市町村に確認して検討するわ。 

家族の加入する健康保険の 
 
被扶養者となる 

 

 

C さん：  私も勧奨退職し、４月からは無職無収入になるけど、夫がまだ現職なので、夫の被扶養  

者になるわ。  

D さん：    私は任意継続組合員になるけど、２年目は国保に加入しようかな。任意継続掛金は２年目

もほぼ同額だけど、国保税は前年の所得に応じて課税されて負担額が少なくてすみそうだか

ら、来年の確定申告後に市町村に確認して検討するわ。 

 

 

E さん：  私は健康に自信がないから、保険料の負担額よりも、給付の面を考えて任意継続組合員に 

加入する方を選択するよ。 
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区 分 加 入 要 件 等 医療費の自己負担割合等 

 
再就職先の健康保険に加入 ・強制加入となる  

 
 
 
 
 
 
 

本人・家族 

入院・外来とも 

  すべて３割 

 

  
 
 
 
選 

 
 
 
 
択 

 

 

公立学校共済組合
の任意継続組合員 

（任 継） 
 

・１年と１日以上組合員
であった方 

・退職後20日以内の申
し出 

・加入期間 ２年間 

 
 

国民健康保険 
（国 保） 

 

 
 
・健康保険、 共済組合 
等に加入していない 
方 

 

 

家族の加入する健康保険

等の被扶養者となる 

・生計維持関係等、主
として家族の収入に
より生計を維持 

 
 

 

 

 

再任用職員になられる方 

○常時勤務の場合 

任用の際に、組合員期間が引き続く場合は公立学校共済組合の組合員として資格がありますので 

手続きは不要ですが、引き続かない場合は資格喪失・取得の手続きが必要です。 

○短時間勤務の場合 

組合員としての資格はありませんので、下表の中から選ぶことになります。 

※ 再任用される場合は、フルタイム任用でなくても厚生年金・健康保険に加入する場合があり

ます。その場合は任意継続組合員になることはできませんのでご注意ください。 

臨時的任用職員（常勤講師等）になられる方 

地方自治法等の改正により、令和２年４月１日から、フルタイムで勤務する常勤講師等の臨時的任

用職員については、任用の日から公立学校共済組合の組合員資格を取得することになりました。 
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／ （うち介護掛金分 ／ を含む。）を乗じ

）合

金 送付
１日以降同封の振込依頼書（短期掛金２枚、介護掛金２枚）に
より期限までに必ず前納してください。

２ 任意継続組合員制度

加入手続等

ア 加入資格 ･･････ 退職時まで引き続き１年と１日以上公立学校共済組合員であ

った方

２年間

法律では退職の日から起算して 日以内に任意継続組合員申

出書を公立学校共済組合福島支部（福利課）に提出し掛金を納入

すればよいことになっていますが、４月１日から「任意継続組合

員証」を使用するためには、令和３年２月 日（月）までに（期

限厳守）、公立学校共済組合福島支部（福利課）へ申出書を提

出してください。

「任意継続組合員証」（被扶養者証を含む）は、令和３年３

イ

ウ

加入期間

加入手続

･･････

･･････

月 日（水）に各自のご自宅に発送します。なお、掛金は４月

1日 （木） 以降同封の振込依頼書 （短期掛金２枚、 介護掛金２枚） 

により期限までに必ず前納してください。 

期限内に払い込まない場合は、事情を問わず資格が喪失します

ので注意してください。

※ 「任意継続組合員申出書」を提出後、退職するまでに再就職が
決定した等により加入を取り消したい場合は、「任意継続組合員
取消申立書」（ ページ）を提出してください。

･･････ 掛金の月額は、次に掲げる額のいずれか少ない額に掛金率エ 掛 金

99.18／1, 000 （ うち介護掛金分14.98／1, 000 を含む。） を乗じ 

た額です。（令和２年度）
なお、介護掛金は介護保険法第２号被保険者（ 歳以上 歳

未満の医療保険加入者）が該当になります。

① 退職時の標準報酬の月額 
 ② 公立学校共済組合の「平均標準報酬月額」（令和２年度の 

 場合は 410,000 円ですが、 令和３年度は現在のところ未定） 

オ 納入方法 ･･････ ○ 共済組合の発行する「振込依頼書」により最寄りの東邦銀
行本・支店で指定された期限までに払い込んでください。

○ ２年目の振込依頼書は、特に資格喪失申出書の提出がない限

り、前納割引を適用させるため、令和４年３月に送付しますの

で振込依頼書に記載された期日までに払い込んでください。

なお、前納できない方は福利課にご相談ください。

○ 掛金は、確定申告時に社会保険料控除の対象となりますので

振込金受取書を大切に保管してください。

カ 被扶養者 ･･････ 退職時に被扶養者と認定されており、引き続き被扶養者の要
件に該当する方は、退職後も任意継続組合員の被扶養者として継

続して認定されます。

新たに被扶養者の要件を満たす方が生じたとき、または就職等

により要件を欠いたときは、その都度認定、または取消の手続き

が必要になります。

なお、被扶養者は、 歳の誕生日から後期高齢者医療制度の
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／ （うち介護掛金分 ／ を含む。）を乗じ

）合

金 送付
１日以降同封の振込依頼書（短期掛金２枚、介護掛金２枚）に
より期限までに必ず前納してください。

２ 任意継続組合員制度

加入手続等

ア 加入資格 ･･････ 退職時まで引き続き１年と１日以上公立学校共済組合員であ

った方

２年間

法律では退職の日から起算して 日以内に任意継続組合員申

出書を公立学校共済組合福島支部（福利課）に提出し掛金を納入

すればよいことになっていますが、４月１日から「任意継続組合

員証」を使用するためには、令和３年２月 日（月）までに（期

限厳守）、公立学校共済組合福島支部（福利課）へ申出書を提

出してください。

「任意継続組合員証」（被扶養者証を含む）は、令和３年３

イ

ウ

加入期間

加入手続

･･････

･･････

月 日（水）に各自のご自宅に発送します。なお、掛金は４月

1日 （木） 以降同封の振込依頼書 （短期掛金２枚、 介護掛金２枚） 

により期限までに必ず前納してください。 

期限内に払い込まない場合は、事情を問わず資格が喪失します

ので注意してください。

※ 「任意継続組合員申出書」を提出後、退職するまでに再就職が
決定した等により加入を取り消したい場合は、「任意継続組合員
取消申立書」（ ページ）を提出してください。

･･････ 掛金の月額は、次に掲げる額のいずれか少ない額に掛金率エ 掛 金

99.18／1, 000 （ うち介護掛金分14.98／1, 000 を含む。） を乗じ 

た額です。（令和２年度）
なお、介護掛金は介護保険法第２号被保険者（ 歳以上 歳

未満の医療保険加入者）が該当になります。

① 退職時の標準報酬の月額 
 ② 公立学校共済組合の「平均標準報酬月額」（令和２年度の 

 場合は 410,000 円ですが、 令和３年度は現在のところ未定） 

オ 納入方法 ･･････ ○ 共済組合の発行する「振込依頼書」により最寄りの東邦銀
行本・支店で指定された期限までに払い込んでください。

○ ２年目の振込依頼書は、特に資格喪失申出書の提出がない限

り、前納割引を適用させるため、令和４年３月に送付しますの

で振込依頼書に記載された期日までに払い込んでください。

なお、前納できない方は福利課にご相談ください。

○ 掛金は、確定申告時に社会保険料控除の対象となりますので

振込金受取書を大切に保管してください。

カ 被扶養者 ･･････ 退職時に被扶養者と認定されており、引き続き被扶養者の要
件に該当する方は、退職後も任意継続組合員の被扶養者として継

続して認定されます。

新たに被扶養者の要件を満たす方が生じたとき、または就職等

により要件を欠いたときは、その都度認定、または取消の手続き

が必要になります。

なお、被扶養者は、 歳の誕生日から後期高齢者医療制度の
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－ 85 － 

88 

89 

被保険者となりますので、任意継続組合員証等を返納してくだ 

さい。 

キ 記載事項変更 ･･････   本人または被扶養者の氏名や住所が変更となった場合は、「任

意継続組合員証等記載事項変更申告書」を提出してください。 

資格喪失〔任意継続組合員〕

次の要件に該当するとき任意継続組合員の資格を喪失します。福利課に申し出て資

格喪失の手続きをとってください。（ ページ別紙様式第 号（共）） 

資格喪失後は任意継続組合員の組合員証は使用できませんので、速やかに福利課ま 

で返納してください。 

なお、資格喪失に伴い掛金の還付が生じる場合は、「任意継続掛金還付請求書」（

ページ）を提出してください。 

［資格取得喪失等の提出書類］
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 提 出 書 類 提 出 先 

○ 任意継続組合員に
加入するとき 

・任意継続組合員申出書 退職時の所属所 

 
○ 任意継続組合員の
資格を喪失したと
き 

 

・任意継続組合員資格喪失申出（届出）書 
・任意継続組合員証（被扶養者証） 
・掛金還付請求書（前納掛金を納入済の
期間内に脱退する場合） 
ただし、有効期限を経過した場合は、任

意継続組合員証（被扶養者証）のみ 

 
 
 
 
 
 
 
福利課 

（短期給付担当） 
 

○ 被扶養者の認定を
するとき 

・被扶養者認定申告書 
・申告書の裏に記載の添付書類 

○ 被扶養者の取消を
するとき 

 

・被扶養者取消申告書 
・被扶養者証 
・申告書の裏に記載の添付書類 

○ 被扶養者が75歳に
なったとき 

・被扶養者証返納書 
・被扶養者証 

○ 住所等が変更にな
ったとき 

・任意継続組合員証等記載事項変更申告書 

資 格 喪 失 事 由 資 格 喪 失 日 

○ 任意継続組合員となった日から起算し
て２年を経過したとき 

２年を経過した日の翌日 

○ 死亡したとき 死亡した日の翌日 

○ 掛金を納入期限までに納入しなかった
とき 

納入期限の属する月の翌月の初日 

○ 他の社会保険の被保険者になったとき
（再就職） 

その保険の資格を取得した日 

○ 任意継続組合員でなくなることを希望
したとき（国保に加入する、家族の被扶
養者になる等） 

その申出があった日の属する月の翌月
の初日 

 

－ 86 － 

任意継続組合員への短期給付の内容

現職の組合員及び被扶養者とほぼ同じ短期給付を受けることができます。

給付事由に該当すると思われるときは、連絡のうえ請求書等を取り寄せて福利課へ

請求してください。

なお、自動給付されるものについては、請求の必要はありません。

また、退職すると互助会の会員資格は喪失します。互助会からの医療給付金等の給

付はなくなりますので注意してください。
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 給 付 内 容 給 付 額 提出書類

医療給付
（療養の給
付、一部負
担金払戻金）

・本人及び被扶養者が
病気になったとき、
負傷したとき

自己負担額から下記の
額と 円未満の端数
を差し引いた額
自己負担限度額

円

自動給付
※組合員証を使

用しなかった
とき

・医療費、一部
負担金払戻請
求書

・領収書 等

出産費・
家族出産費

・任意継続組合員中に
本人または被扶養者
が出産したとき

本 人 ： 円
被扶養者： 円
附 加 金： 円

・出産費（同附
加金）等請求書

・領収書の写等

埋葬料・
家族埋葬料

・任意継続組合員中に
本人または被扶養者
が死亡したとき

・任意継続組合員資格
喪失後３か月以内に
本人が死亡したとき

本 人 ： 円
被扶養者： 円
附 加 金： 円

・埋葬料（同附
加金）等請求書

・埋葬許可証の
写等

災害見舞金 ・任意継続組合員中に
非常災害で住居また
は家財に１／３以上
の損害を受けたとき

法定給付･･･標準報酬の
月額の ～
３か月

（その損害の程度による）

・災害見舞金請求書
・罹災証明書
（または被災証明書）
・災害状況報告書
・被害内訳書
・間取図
・写真 等

弔慰金・
家族弔慰金

・任意継続組合員中に
本人または被扶養者
が非常災害で死亡し
たとき

本 人：標準報酬
の月額の
１か月分

被扶養者：標準報酬の
月額の

／

・弔慰金等請求書

ｖ
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－ 85 － 

88 

89 

被保険者となりますので、任意継続組合員証等を返納してくだ 

さい。 

キ 記載事項変更 ･･････   本人または被扶養者の氏名や住所が変更となった場合は、「任

意継続組合員証等記載事項変更申告書」を提出してください。 

資格喪失〔任意継続組合員〕

次の要件に該当するとき任意継続組合員の資格を喪失します。福利課に申し出て資

格喪失の手続きをとってください。（ ページ別紙様式第 号（共）） 

資格喪失後は任意継続組合員の組合員証は使用できませんので、速やかに福利課ま 

で返納してください。 

なお、資格喪失に伴い掛金の還付が生じる場合は、「任意継続掛金還付請求書」（

ページ）を提出してください。 

［資格取得喪失等の提出書類］
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 提 出 書 類 提 出 先 

○ 任意継続組合員に
加入するとき 

・任意継続組合員申出書 退職時の所属所 

 
○ 任意継続組合員の
資格を喪失したと
き 

 

・任意継続組合員資格喪失申出（届出）書 
・任意継続組合員証（被扶養者証） 
・掛金還付請求書（前納掛金を納入済の
期間内に脱退する場合） 
ただし、有効期限を経過した場合は、任

意継続組合員証（被扶養者証）のみ 

 
 
 
 
 
 
 
福利課 

（短期給付担当） 
 

○ 被扶養者の認定を
するとき 

・被扶養者認定申告書 
・申告書の裏に記載の添付書類 

○ 被扶養者の取消を
するとき 

 

・被扶養者取消申告書 
・被扶養者証 
・申告書の裏に記載の添付書類 

○ 被扶養者が75歳に
なったとき 

・被扶養者証返納書 
・被扶養者証 

○ 住所等が変更にな
ったとき 

・任意継続組合員証等記載事項変更申告書 

資 格 喪 失 事 由 資 格 喪 失 日 

○ 任意継続組合員となった日から起算し
て２年を経過したとき 

２年を経過した日の翌日 

○ 死亡したとき 死亡した日の翌日 

○ 掛金を納入期限までに納入しなかった
とき 

納入期限の属する月の翌月の初日 

○ 他の社会保険の被保険者になったとき
（再就職） 

その保険の資格を取得した日 

○ 任意継続組合員でなくなることを希望
したとき（国保に加入する、家族の被扶
養者になる等） 

その申出があった日の属する月の翌月
の初日 

 

－ 86 － 

任意継続組合員への短期給付の内容

現職の組合員及び被扶養者とほぼ同じ短期給付を受けることができます。

給付事由に該当すると思われるときは、連絡のうえ請求書等を取り寄せて福利課へ

請求してください。

なお、自動給付されるものについては、請求の必要はありません。

また、退職すると互助会の会員資格は喪失します。互助会からの医療給付金等の給

付はなくなりますので注意してください。
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 給 付 内 容 給 付 額 提出書類

医療給付
（療養の給
付、一部負
担金払戻金）

・本人及び被扶養者が
病気になったとき、
負傷したとき

自己負担額から下記の
額と 円未満の端数
を差し引いた額
自己負担限度額

円

自動給付
※組合員証を使

用しなかった
とき

・医療費、一部
負担金払戻請
求書

・領収書 等

出産費・
家族出産費

・任意継続組合員中に
本人または被扶養者
が出産したとき

本 人 ： 円
被扶養者： 円
附 加 金： 円

・出産費（同附
加金）等請求書

・領収書の写等

埋葬料・
家族埋葬料

・任意継続組合員中に
本人または被扶養者
が死亡したとき

・任意継続組合員資格
喪失後３か月以内に
本人が死亡したとき

本 人 ： 円
被扶養者： 円
附 加 金： 円

・埋葬料（同附
加金）等請求書

・埋葬許可証の
写等

災害見舞金 ・任意継続組合員中に
非常災害で住居また
は家財に１／３以上
の損害を受けたとき

法定給付･･･標準報酬の
月額の ～
３か月

（その損害の程度による）

・災害見舞金請求書
・罹災証明書
（または被災証明書）
・災害状況報告書
・被害内訳書
・間取図
・写真 等

弔慰金・
家族弔慰金

・任意継続組合員中に
本人または被扶養者
が非常災害で死亡し
たとき

本 人：標準報酬
の月額の
１か月分

被扶養者：標準報酬の
月額の

／

・弔慰金等請求書

ｖ
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－  87 － 

礎となった給料
日額×2／3×1.25 
支給期間････１年６か月 
（結核３年） 
 
※ 年金が受給できる場合
は、給付の調整がありま
す。 

※ 在職中の支給期間は、
上記期間から差し引かれ
ます。 

退職時掛金の基
日額×2／3×1.25 

１年以上組合員であ 
った方が退職した際
に傷病手当金を受け
ているとき 

３ その他の退職後の給付 

退職した方が任意継続組合員にならなかったときや、任意継続組合員の資格を喪失した

ときでも、一定の要件を満たす場合は請求により次の給付金が支給されます。 

これらの給付金は、退職（資格喪失）後から給付の対象となる事由が生じるまでの間に、再就

職等により他の共済組合員または健康保険、船員保険の被保険者の資格を取得したときは

給付されません。（傷病手当金については、給付期間中であっても他の被保険者の資格を

取得した日以降の給付は行われません。） 

（注） 任意継続組合員にあっては退職を「任意継続組合員の資格喪失」と読み替えます。 

［ＭＥＭＯ］給付金の支払 

— 86 — 

給付金は特定口座「けやき」に振込みます。なお、特定口座「けやき」は資格喪失後 

１年間くらいは解約しないでください。

 給 付 内 容 給 付 額 提 出 書 類 

出 産 費 
 

・退職後６か月以内に
本人が出産したとき 
（注） 

420,000円 
 

・出産費請求書 
・領収書の写等 
 

傷病手当金 
 

– １年以上組合員で
あった方が退職した
際に受けていた、 又
は受けることができ
た傷病手当金で、
退職しなかったとし
たら受けられるとき 

 

１日につき標準報酬の日額 
×2／3 
支給期間････１年６か月 
（結核３年） 

 
※ 年金が受給できる場合
は、給付の調整がありま
す。 

※ 在職中の支給期間は、
上記期間から差し引かれ
ます。 

 

・傷病手当金請
求書 

 

埋 葬 料 
 

・退職後３か月以内に
死亡したとき 
（注） 

50,000円 
 

・埋葬料請求書 
・埋葬許可証の

写等 

 

a 
 

b

c 
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－  87 － 

礎となった給料 
日額×2／3×1.25 
支給期間････１年６か月 
（結核３年） 
 
※ 年金が受給できる場合
は、給付の調整がありま
す。 

※ 在職中の支給期間は、
上記期間から差し引かれ
ます。 

退職時掛金の基 
日額×2／3×1.25 

１年以上組合員であ 
った方が退職した際
に傷病手当金を受け
ているとき 

３ その他の退職後の給付 

退職した方が任意継続組合員にならなかったときや、任意継続組合員の資格を喪失した 

ときでも、一定の要件を満たす場合は請求により次の給付金が支給されます。 

これらの給付金は、退職（資格喪失）後から給付の対象となる事由が生じるまでの間に、再就

職等により他の共済組合員または健康保険、船員保険の被保険者の資格を取得したときは

給付されません。（傷病手当金については、給付期間中であっても他の被保険者の資格を

取得した日以降の給付は行われません。） 

（注） 任意継続組合員にあっては退職を「任意継続組合員の資格喪失」と読み替えます。 

［ＭＥＭＯ］給付金の支払 

— 86 — 

給付金は特定口座「けやき」に振込みます。なお、特定口座「けやき」は資格喪失後 

１年間くらいは解約しないでください。 

 給 付 内 容 給 付 額 提 出 書 類 

出 産 費 
 

・退職後６か月以内に
本人が出産したとき 
（注） 

420,000円 
 

・出産費請求書 
・領収書の写等 
 

傷病手当金 
 

– １年以上組合員で
あった方が退職した
際に受けていた、 又
は受けることができ
た傷病手当金で、
退職しなかったとし
たら受けられるとき 

 

１日につき標準報酬の日額 
×2／3 
支給期間････１年６か月 
（結核３年） 

 
※ 年金が受給できる場合
は、給付の調整がありま
す。 

※ 在職中の支給期間は、
上記期間から差し引かれ
ます。 

 

・傷病手当金請
求書 

 

埋 葬 料 
 

・退職後３か月以内に
死亡したとき 
（注） 

50,000円 
 

・埋葬料請求書 
・埋葬許可証の

写等 

 

a 
 

b 
 

c 
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－ －

４ 介護保険の保険料について

第１号被保険者（ 歳以上）

ア 国民年金、共済年金、厚生年金等同じ方法で年金から天引きし、各々の市町村長

に納付になります。

ただし、一定額未満の年金受給者については、各市町村が直接徴収することにな

ります。

イ 保険料は所得により、また、市町村のサービス基準により異なります。

 第２号被保険者（ 歳～ 歳まで）

ア 医療保険の保険料として一括納付

任意継続組合員 → 共済組合に納入

国民健康保険 → 市町村に納入

全国健康保険協会 → 年金事務所に納入

イ 退職して医療保険が変わった場合

保険料の納め方が異なりますのでそれぞれの医療保険に脱退、加入の手続きが必

要です。

ウ 被扶養者は保険料の納入義務はありません。

エ 保険料

ｱ 国民健康保険

○ 保険料の算定ルール

各市町村の国民健康保険税（料）の算定ルールにより、所得割、資産割、均

等割、平等割で賦課

＜福島市の場合＞

令和２年度の最高限度額は 円

国保税（介護分）（Ａ×2 ％）＋（ 円×被保険者数）＋ 円

（注）Ａ････課税対象所得金額

被保険者ごとの前年中（１月～ 月まで）の総所得からそれぞれ

基礎控除 万円を引いた金額の合計金額

ｲ 被用者医療保険

○ 保険料の算定ルール

各被用者医療保険の保険料の算定ルールにより、被保険者の標準報酬に定率

で賦課

— 91 — 
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－ －

４ 介護保険の保険料について

第１号被保険者（ 歳以上）

ア 国民年金、共済年金、厚生年金等同じ方法で年金から天引きし、各々の市町村長

に納付になります。

ただし、一定額未満の年金受給者については、各市町村が直接徴収することにな

ります。

イ 保険料は所得により、また、市町村のサービス基準により異なります。

 第２号被保険者（ 歳～ 歳まで）

ア 医療保険の保険料として一括納付

任意継続組合員 → 共済組合に納入

国民健康保険 → 市町村に納入

全国健康保険協会 → 年金事務所に納入

イ 退職して医療保険が変わった場合

保険料の納め方が異なりますのでそれぞれの医療保険に脱退、加入の手続きが必

要です。

ウ 被扶養者は保険料の納入義務はありません。

エ 保険料

ｱ 国民健康保険

○ 保険料の算定ルール

各市町村の国民健康保険税（料）の算定ルールにより、所得割、資産割、均

等割、平等割で賦課

＜福島市の場合＞

令和２年度の最高限度額は 円

国保税（介護分）（Ａ×2 ％）＋（ 円×被保険者数）＋ 円

（注）Ａ････課税対象所得金額

被保険者ごとの前年中（１月～ 月まで）の総所得からそれぞれ

基礎控除 万円を引いた金額の合計金額

ｲ 被用者医療保険

○ 保険料の算定ルール

各被用者医療保険の保険料の算定ルールにより、被保険者の標準報酬に定率

で賦課

— 91 — 
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任意継続組合員の掛金は、次の ～ のうち一番少ない額に
／ （平成 年度）を乗じた額です。（本文Ｐ のエを参照）

退職時の給料月額

組合員期間が 年以上で 歳以上の方は の ％の額

共済組合の平均給料の額（平成 年度は 円）
例１： で給料月額 円、組合員期間 年、退職時年齢 歳の場合

円 × 113.66／1,000 × 12月 ＝ 円（年額）

例２： で給料月額 円、組合員期間 年、退職時年齢 歳の場合

退職後医療保険制度 Ｑ＆Ａ

１ どの医療保険に加入すればよいか 

２ 家族の被扶養者となるには 

３ 公立学校共済組合の任意継続組合員の掛金等 
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照 会 内 容 回 答 

１  共済組合の任意継続組
合員に加入した場合の掛
金の額を教えてください。 

 

任意継続組合員の掛金は、次の①～②のうち一番少ない額に

／ （令和２年度）を乗じた額です。（本文のＰ のエを参照）

① 退職時の標準報酬月額

② 共済組合の平均標準報酬月額（令和２年度は 円）

例１ ①で標準報酬月額 円

円 × ／ × 月 ＝ 円（年額）

例２ ②で平均標準報酬月額（令和２年度、 円）の場合

円 × ／ × 月 ＝ 円（年額）

２  私は退職後、任意継続組
合員を望んでいます。妻は
現在私の被扶養者となって
いますが、間もなく60歳に
なります。  
妻はどのようにすれば良

いでしょうか。 

退職時に被扶養者に認定されており、引き続き被扶養者の要件に該

当する場合は、そのまま被扶養者として認定されます。

この場合、被扶養者認定の手続きは必要ありません。自動的に継続

します。（上記「２ 家族の被扶養者となるには」を参照）

照 会 内 容 回 答 

家族（配偶者または子） の
加入する健康保険の被扶養
者になれるか、その要件を教
えてください。 

 

被扶養者に認定される要件は次のとおりです。

① 歳以上の公的年金受給者は、年間収入が 万円未満であるこ

と。それ以外の方は年間収入が 万円未満であること。

② その家族（配偶者または子）の収入により生計が維持されてい

ること。

※  家族の被扶養者になれば掛金（保険料）はかかりません。

照 会 内 容 回 答 

退職後はどの医療保険制
度に加入すれば良いのでしょ
うか。 

 

医療保険制度の概要は本文 ページをご参照ください。１人ひとり

条件が異なるので、一概にどれが良いとは言えませんから、まず、次

によりご自分の状況を確認し、２番以降を参考にしてどの保険にする

か選択してください。

① 何に主眼を置くか（掛金・保険料が安いところ、医療費の自己

負担が少ないところまたはその他の給付があるかどうか 等）

② 退職後の収入（年金の額、収入なし）

③ 本人および被扶養者の健康状態（病気がちで病院の支払が多い、

とても健康 等）

④ 配偶者の状況（どの健康保険に加入しているのか（するのか）

保険料の額は 等）

⑤ 退職時（または現在）の標準報酬月額

⑥ 共済組合の加入期間は何年間か

 

－  94 － 

４ 国民健康保険の保険料 

５ 任意継続組合員と国民健康保険との比較 
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照 会 内 容 回 答 

１  すでに夫が退職して国民
健康保険に加入しています
が、私が任意継続組合員
になった場合と国民健康保
険に加入した場合の保険
料（掛金）の額はどうなりま
すか。 

 

退職者（本人）が 歳とすると

① 任意継続の場合（ア＋イの額）【令和２年度の平均標準報酬月額

で計算（以下同じ）】

ア 本人 円× ／ × 月＝ 円

イ 夫 国民健康保険の保険料○○円

② 国民健康保険の場合（本人と夫との合計額）

その世帯の最高限度額 円＋ 円（介護分）＝ 円

※ どちらが安いかは、夫の国民健康保険料の額によって決まります。た

だし、「３ 公立学校共済組合の任意継続組合員の掛金等」の１の

①が平均標準報酬月額よりも低額の時は、掛金の額はアよりも安く

なります。

２  夫婦とも教職員で同時に
定年退職します。この場
合、任意継続組合員にな
った場合と国民健康保険
に加入した場合の保険料
（掛金）の額はどうなります
か。 

① 任意継続の場合（夫と妻の合計額）

円×２人＝ 円（前記１ア参考）（平均標準報酬月額で計算）

② 国民健康保険の場合（夫と妻の合計額）

その世帯の最高限度額 円＋ 円（介護分）＝ 円

※ ①＜② 任意継続の方が安くなります。

３  夫は昨年退職し任意継続
組合員で、私は定年退職し
ます。私は任意継続組合
員になった場合と国民健
康保険に加入するのと保
険料はどちらが安いです
か。 

① 任意継続の場合（夫と妻の合計額）

円×２人＝ 円（Ｑ１ア参考）

② 国民健康保険の場合（夫と妻の合計額）

本人 円（国保の限度額）＋夫（任継） 円

＝ 円

※ ① ② 任意継続に加入した方が安くなります。

４  夫婦とも教職員で同時に
退職します。私は定年で、
妻は定年前で、４月から
無職無収入になります。
保険料（掛金）が最も安い
方法を教えてください。 

本人が任意継続組合員に加入し、妻はその被扶養者になった場合が

掛金が最も安くなります。

任意継続組合員の掛金は、 円です。（平均標準報酬月額で計

算）

照 会 内 容 回 答 

１   国民健康保険の保険料
の額を教えてください。 

 

国民健康保険の保険料は前年（１月～ 月）の収入額で世帯毎に計

算します。市町村により計算方法は違いますが、令和２年度の最高限

度額（全国共通）は一世帯 円です。（ 歳～ 歳未満の方は介

護保険料 円が加算されます。）

※ 現在居住の市町村に計算方法を確認し、保険料の試算をしてください。

※ 国保の保険料は、退職の年は現役の時の所得により保険料が算定され

るので最高限度額となることがありますが、翌年度からは安くなります。

２  私は世帯主で現在、義母
の国民健康保険を納めて
いるので、退職後は私も国
民健康保険に加入したいと
思っています。保険料はど
のくらいの額になりますか。 

国民健康保険の保険料は前年の収入額で世帯毎（組合員の収入＋義

母の収入）により計算されますので、１年目は最高限度額に該当する

と思われます。

円＋ 円（介護分）＝ 円

なお、市町村によって計算方法が異なるので、居住の市町村で確認

してください。
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任意継続組合員の掛金は、次の ～ のうち一番少ない額に
／ （平成 年度）を乗じた額です。（本文Ｐ のエを参照）

退職時の給料月額

組合員期間が 年以上で 歳以上の方は の ％の額

共済組合の平均給料の額（平成 年度は 円）
例１： で給料月額 円、組合員期間 年、退職時年齢 歳の場合

円 × 113.66／1,000 × 12月 ＝ 円（年額）

例２： で給料月額 円、組合員期間 年、退職時年齢 歳の場合

退職後医療保険制度 Ｑ＆Ａ

１ どの医療保険に加入すればよいか 

２ 家族の被扶養者となるには 

３ 公立学校共済組合の任意継続組合員の掛金等 
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照 会 内 容 回 答 

１  共済組合の任意継続組
合員に加入した場合の掛
金の額を教えてください。 

 

任意継続組合員の掛金は、次の①～②のうち一番少ない額に

／ （令和２年度）を乗じた額です。（本文のＰ のエを参照）

① 退職時の標準報酬月額

② 共済組合の平均標準報酬月額（令和２年度は 円）

例１ ①で標準報酬月額 円

円 × ／ × 月 ＝ 円（年額）

例２ ②で平均標準報酬月額（令和２年度、 円）の場合

円 × ／ × 月 ＝ 円（年額）

２  私は退職後、任意継続組
合員を望んでいます。妻は
現在私の被扶養者となって
いますが、間もなく60歳に
なります。  
妻はどのようにすれば良

いでしょうか。 

退職時に被扶養者に認定されており、引き続き被扶養者の要件に該

当する場合は、そのまま被扶養者として認定されます。

この場合、被扶養者認定の手続きは必要ありません。自動的に継続

します。（上記「２ 家族の被扶養者となるには」を参照）

照 会 内 容 回 答 

家族（配偶者または子） の
加入する健康保険の被扶養
者になれるか、その要件を教
えてください。 

 

被扶養者に認定される要件は次のとおりです。

① 歳以上の公的年金受給者は、年間収入が 万円未満であるこ

と。それ以外の方は年間収入が 万円未満であること。

② その家族（配偶者または子）の収入により生計が維持されてい

ること。

※  家族の被扶養者になれば掛金（保険料）はかかりません。

照 会 内 容 回 答 

退職後はどの医療保険制
度に加入すれば良いのでしょ
うか。 

 

医療保険制度の概要は本文 ページをご参照ください。１人ひとり

条件が異なるので、一概にどれが良いとは言えませんから、まず、次

によりご自分の状況を確認し、２番以降を参考にしてどの保険にする

か選択してください。

① 何に主眼を置くか（掛金・保険料が安いところ、医療費の自己

負担が少ないところまたはその他の給付があるかどうか 等）

② 退職後の収入（年金の額、収入なし）

③ 本人および被扶養者の健康状態（病気がちで病院の支払が多い、

とても健康 等）

④ 配偶者の状況（どの健康保険に加入しているのか（するのか）

保険料の額は 等）

⑤ 退職時（または現在）の標準報酬月額

⑥ 共済組合の加入期間は何年間か

 

－  94 － 

４ 国民健康保険の保険料 

５ 任意継続組合員と国民健康保険との比較 
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照 会 内 容 回 答 

１  すでに夫が退職して国民
健康保険に加入しています
が、私が任意継続組合員
になった場合と国民健康保
険に加入した場合の保険
料（掛金）の額はどうなりま
すか。 

 

退職者（本人）が 歳とすると

① 任意継続の場合（ア＋イの額）【令和２年度の平均標準報酬月額

で計算（以下同じ）】

ア 本人 円× ／ × 月＝ 円

イ 夫 国民健康保険の保険料○○円

② 国民健康保険の場合（本人と夫との合計額）

その世帯の最高限度額 円＋ 円（介護分）＝ 円

※ どちらが安いかは、夫の国民健康保険料の額によって決まります。た

だし、「３ 公立学校共済組合の任意継続組合員の掛金等」の１の

①が平均標準報酬月額よりも低額の時は、掛金の額はアよりも安く

なります。

２  夫婦とも教職員で同時に
定年退職します。この場
合、任意継続組合員にな
った場合と国民健康保険
に加入した場合の保険料
（掛金）の額はどうなります
か。 

① 任意継続の場合（夫と妻の合計額）

円×２人＝ 円（前記１ア参考）（平均標準報酬月額で計算）

② 国民健康保険の場合（夫と妻の合計額）

その世帯の最高限度額 円＋ 円（介護分）＝ 円

※ ①＜② 任意継続の方が安くなります。

３  夫は昨年退職し任意継続
組合員で、私は定年退職し
ます。私は任意継続組合
員になった場合と国民健
康保険に加入するのと保
険料はどちらが安いです
か。 

① 任意継続の場合（夫と妻の合計額）

円×２人＝ 円（Ｑ１ア参考）

② 国民健康保険の場合（夫と妻の合計額）

本人 円（国保の限度額）＋夫（任継） 円

＝ 円

※ ① ② 任意継続に加入した方が安くなります。

４  夫婦とも教職員で同時に
退職します。私は定年で、
妻は定年前で、４月から
無職無収入になります。
保険料（掛金）が最も安い
方法を教えてください。 

本人が任意継続組合員に加入し、妻はその被扶養者になった場合が

掛金が最も安くなります。

任意継続組合員の掛金は、 円です。（平均標準報酬月額で計

算）

照 会 内 容 回 答 

１   国民健康保険の保険料
の額を教えてください。 

 

国民健康保険の保険料は前年（１月～ 月）の収入額で世帯毎に計

算します。市町村により計算方法は違いますが、令和２年度の最高限

度額（全国共通）は一世帯 円です。（ 歳～ 歳未満の方は介

護保険料 円が加算されます。）

※ 現在居住の市町村に計算方法を確認し、保険料の試算をしてください。

※ 国保の保険料は、退職の年は現役の時の所得により保険料が算定され

るので最高限度額となることがありますが、翌年度からは安くなります。

２  私は世帯主で現在、義母
の国民健康保険を納めて
いるので、退職後は私も国
民健康保険に加入したいと
思っています。保険料はど
のくらいの額になりますか。 

国民健康保険の保険料は前年の収入額で世帯毎（組合員の収入＋義

母の収入）により計算されますので、１年目は最高限度額に該当する

と思われます。

円＋ 円（介護分）＝ 円

なお、市町村によって計算方法が異なるので、居住の市町村で確認

してください。
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－  95 － 

６ その他 

照 会 内 容 回 答 

本文Ｐ81の国民健康保険 国民健康保険に加入している方で退職共済年金を受給している 歳

の欄の「退職者医療制度」 未満の方は「退職者医療制度」に該当します。この制度の医療費の財
とは何ですか。 源の一部を共済組合等が負担します。給付については、国民健康保険

と同じです。

円 ＋（総医療費－ 円）×１％（本文Ｐ 、Ｐ 参照）
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５ 任意継続組合員と国民健
康保険の医療費について
教えてください。 

 

任意継続組合員も国民健康保険もどちらも、病院での窓口負担は総

医療費の３割です。

任意継続組合員の場合は、医療費の窓口負担が 円を超えた時

に、一部負担金払戻金として給付されますので、最終的な自己負担額

の上限は 円（ 円未満の端数が加算）です。

国民健康保険の自己負担額の上限は、

円 ＋（総医療費－ 円）×１％（本文Ｐ 、Ｐ 参照）となります。

Ⅴ 退職者及び被扶養配偶者の国民年金に関する手続

公立学校共済組合の組合員の「被扶養配偶者」は、国民年金第３号被保険者として、当共

済組合がその届出手続きの代行および保険料の負担をしています。

組合員が退職すると、その被扶養配偶者は国民年金第３号被保険者の資格を喪失し、個人

で国民年金被保険者の種別変更の手続きをする必要があります。

ただし、組合員の退職時において、被扶養配偶者が 歳以上の場合は、被保険者資格を喪

失しているため、この手続きは必要ありません。

（国民年金被保険者の種別） 

※ 歳未満の任意継続組合員は、第１号被保険者になります。

（ ）組合員が退職後、再就職し、共済組合※や厚生年金に加入した場合

※任意継続組合員は第１号被保険者となるため（ ）の手続きが必要です。
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組合員

（ 歳未満）

被扶養配偶者

（ 歳未満）

年金区分 第２号被保険者→第２号被保険者 第３号被保険者→第３号被保険者

届 出 手続きは不要 届出書を組合員の勤務先へ提出する

保 険 料 共済組合等が一括納入 個人負担なし（保険者負担）

 該 当 す る 方 届 出 保 険 料

第１号被保険者

・国内に住所を有する自営業
者、農林漁業者等で、第２
号、第３号のいずれにも該
当しない 歳以上 歳未満
の方

・居住する市町村
へ、直接個人で
手続きをする。

個人で負担

令和２年度
月額 円

第２号被保険者

・公務員、会社員等のように
共済組合や厚生年金保険

（船員も含む）に加入されて
いる方

・手続きは不要 共済組合等が一括
納入

第３号被保険者

・第２号被保険者に扶養され
ている配偶者で 歳以上
歳未満の方

・公立学校共済組
合の組合員の被扶
養配偶者について
は、組合が代行す
る。

個人負担なし
（保険者負担）
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－  95 － 

６ その他 

照 会 内 容 回 答 

本文Ｐ81の国民健康保険 国民健康保険に加入している方で退職共済年金を受給している 歳

の欄の「退職者医療制度」 未満の方は「退職者医療制度」に該当します。この制度の医療費の財
とは何ですか。 源の一部を共済組合等が負担します。給付については、国民健康保険

と同じです。

円 ＋（総医療費－ 円）×１％（本文Ｐ 、Ｐ 参照）
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５ 任意継続組合員と国民健
康保険の医療費について
教えてください。 

 

任意継続組合員も国民健康保険もどちらも、病院での窓口負担は総

医療費の３割です。

任意継続組合員の場合は、医療費の窓口負担が 円を超えた時

に、一部負担金払戻金として給付されますので、最終的な自己負担額

の上限は 円（ 円未満の端数が加算）です。

国民健康保険の自己負担額の上限は、

円 ＋（総医療費－ 円）×１％（本文Ｐ 、Ｐ 参照）となります。

Ⅴ 退職者及び被扶養配偶者の国民年金に関する手続

公立学校共済組合の組合員の「被扶養配偶者」は、国民年金第３号被保険者として、当共

済組合がその届出手続きの代行および保険料の負担をしています。

組合員が退職すると、その被扶養配偶者は国民年金第３号被保険者の資格を喪失し、個人

で国民年金被保険者の種別変更の手続きをする必要があります。

ただし、組合員の退職時において、被扶養配偶者が 歳以上の場合は、被保険者資格を喪

失しているため、この手続きは必要ありません。

（国民年金被保険者の種別） 

※ 歳未満の任意継続組合員は、第１号被保険者になります。

（ ）組合員が退職後、再就職し、共済組合※や厚生年金に加入した場合

※任意継続組合員は第１号被保険者となるため（ ）の手続きが必要です。
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組合員

（ 歳未満）

被扶養配偶者

（ 歳未満）

年金区分 第２号被保険者→第２号被保険者 第３号被保険者→第３号被保険者

届 出 手続きは不要 届出書を組合員の勤務先へ提出する

保 険 料 共済組合等が一括納入 個人負担なし（保険者負担）

 該 当 す る 方 届 出 保 険 料

第１号被保険者

・国内に住所を有する自営業
者、農林漁業者等で、第２
号、第３号のいずれにも該
当しない 歳以上 歳未満
の方

・居住する市町村
へ、直接個人で
手続きをする。

個人で負担

令和２年度
月額 円

第２号被保険者

・公務員、会社員等のように
共済組合や厚生年金保険

（船員も含む）に加入されて
いる方

・手続きは不要 共済組合等が一括
納入

第３号被保険者

・第２号被保険者に扶養され
ている配偶者で 歳以上
歳未満の方

・公立学校共済組
合の組合員の被扶
養配偶者について
は、組合が代行す
る。

個人負担なし
（保険者負担）
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被扶養配偶者が60歳に達しても、老齢基礎年金を受けるのに必要な保険料納付済期間 

等（25年）をわずかに（１～５年）満たさない場合などは、65歳に達するまで第１号被

保険者として任意加入することができます。 

保険料納付済期間等が25年を満たした被扶養配偶者が65歳に達すれば、老齢基礎年金 

が支給されます。なお、保険料納付済期間等には、生年月日により短縮の経過措置があ 

ります。詳しいことは居住する市町村に問い合わせてください。 

（2）国民年金に加入する場合（組合員が退職後、再就職しない場合 
又は、再就職したが共済組合や厚生年金に加入しない場合） 

（3）配偶者の被扶養者になる場合（組合員が退職後、再就職しない場合） 

［ＭＥＭＯ］60歳に達しても保険料納付済期間等をわずかに満たさない場合 

（4）国民年金の保険料 

第１号被保険者（自営業など）の保険料は、一律定額制となっており、令和２ 

年度は月額 16,540円となっております。 

なお、上記のほかに月額 400 円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金に加えて、

次の式で計算した付加年金が支給されます。 

200 円×付加保険料納付月数 

例えば、20 年間支払った場合は、200 円× 240 か月＝ 48,000 円を毎年上乗せで

受取れます。支払った総額（400 円× 240 か月＝ 96,000 円）と比べると、２年で元

が取れることになります。 

付加保険料を納めることができるのは、国民年金の第１号被保険者（自営業など） 

のみです。付加保険料を納めることを希望される場合は、年金事務所に申し出てく 

ださい。 
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被扶養配偶者が 60歳に達しても、老齢基礎年金を受けるのに必要な保険料納付済期 

間等をわずかに（１～５年）満たさない場合などは、70歳に達するまで第１号被保険者

として任意加入することができます。支給に必要な資格期間は平成29年８月に25年か 

ら10年に短縮されました。 

保険料納付済期間等を満たした被扶養配偶者が65歳に達すれば、老齢基礎年金が支給

されます。なお、詳しいことは居住する市町村に問い合わせてください。 

 
組合員 

（60歳未満） 

年金区分 第２号被保険者→第３号被保険者 

届 出 届出書を配偶者の勤務先へ提出する 

保 険 料 個人負担なし（保険者負担） 

 
組合員 

（60歳未満） 

被扶養配偶者 

（60歳未満） 

年金区分 第２号被保険者→第１号被保険者 第３号被保険者→第１号被保険者 

 
 
届 出 

 

居住市町村へ直接個人で手続きする 

・資格喪失証明書（所属所長が発行） 

・印鑑 

（・年金手帳） 

居住市町村へ直接個人で手続きする 

・資格喪失証明書（所属所長が発行） 

・印鑑 

（・年金手帳） 

保 険 料 個人で負担（令和２年度月額 16,540円） 個人で負担（令和２年度月額 16,540円） 

 

 

退職者とその家族は、全国にある公立学校共済組合および相互利用共済組合等の宿泊施

設を組合員料金（一般の料金より 円～ 円程度安い料金）で利用できます。

また、公立学校共済組合飯坂保養所「あづま荘」に宿泊する場合、さらに 円の利

用助成が受けられます。

利用の際は、退職時にお送りする「宿泊施設特別利用者証」を当該宿泊所・保養所のフ

ロントに提示してください。

１ 宿泊施設の利用 

退職者は、全国にある公立学校共済組合および相互利用共済組合等の宿泊施設を組合員

料金で利用できます。

また、退職者の家族も公立学校共済組合の宿泊施設を組合員料金で利用できます。

利用の際は、退職時にお送りする「宿泊施設特別利用者証」を当該宿泊所・保養所のフ

ロントに提示してください。

宿泊施設特別利用者証 

【相互利用共済組合等一覧】（一部異なる料金設定の場合があります。）

［ＭＥＭＯ］公立学校共済組合の宿泊施設 

公立学校共済組合の宿泊所・保養所は、あづま荘を含め全国に 施設（令和２年 月現在）

あります。

利用する場合は、直接施設へ連絡し公立学校の退職者であることを告げて予約し、当日フ

ロントに「宿泊施設特別利用者証」または「任意継続組合員証」を提示してください。
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地 方 職 員 共 済 組 合 

各 市 町 村 職 員 共 済 組 合 

警 察 共 済 組 合 

東 京 都 職 員 共 済 組 合 

指 定 都 市 職 員 共 済 組 合 

全国市町村職員共済組合連合会

都 市 職 員 共 済 組 合  

文 部 科 学 省 共 済 組 合 

日本私立学校振興・共済事業団 

国 家 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 

防 衛 省 共 済 組 合  

Ⅵ 退職後の福祉事業
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被扶養配偶者が60歳に達しても、老齢基礎年金を受けるのに必要な保険料納付済期間 

等（25年）をわずかに（１～５年）満たさない場合などは、65歳に達するまで第１号被

保険者として任意加入することができます。 

保険料納付済期間等が25年を満たした被扶養配偶者が65歳に達すれば、老齢基礎年金 

が支給されます。なお、保険料納付済期間等には、生年月日により短縮の経過措置があ 

ります。詳しいことは居住する市町村に問い合わせてください。 

（2）国民年金に加入する場合（組合員が退職後、再就職しない場合 
又は、再就職したが共済組合や厚生年金に加入しない場合） 

（3）配偶者の被扶養者になる場合（組合員が退職後、再就職しない場合） 

［ＭＥＭＯ］60歳に達しても保険料納付済期間等をわずかに満たさない場合 

（4）国民年金の保険料 

第１号被保険者（自営業など）の保険料は、一律定額制となっており、令和２ 

年度は月額 16,540円となっております。 

なお、上記のほかに月額 400 円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金に加えて、

次の式で計算した付加年金が支給されます。 

200 円×付加保険料納付月数 

例えば、20 年間支払った場合は、200 円× 240 か月＝ 48,000 円を毎年上乗せで

受取れます。支払った総額（400 円× 240 か月＝ 96,000 円）と比べると、２年で元

が取れることになります。 

付加保険料を納めることができるのは、国民年金の第１号被保険者（自営業など） 

のみです。付加保険料を納めることを希望される場合は、年金事務所に申し出てく 

ださい。 
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被扶養配偶者が 60歳に達しても、老齢基礎年金を受けるのに必要な保険料納付済期 

間等をわずかに（１～５年）満たさない場合などは、70歳に達するまで第１号被保険者

として任意加入することができます。支給に必要な資格期間は平成29年８月に25年か 

ら10年に短縮されました。 

保険料納付済期間等を満たした被扶養配偶者が65歳に達すれば、老齢基礎年金が支給

されます。なお、詳しいことは居住する市町村に問い合わせてください。 

 
組合員 

（60歳未満） 

年金区分 第２号被保険者→第３号被保険者 

届 出 届出書を配偶者の勤務先へ提出する 

保 険 料 個人負担なし（保険者負担） 

 
組合員 

（60歳未満） 

被扶養配偶者 

（60歳未満） 

年金区分 第２号被保険者→第１号被保険者 第３号被保険者→第１号被保険者 

 
 
届 出 

 

居住市町村へ直接個人で手続きする 

・資格喪失証明書（所属所長が発行） 

・印鑑 

（・年金手帳） 

居住市町村へ直接個人で手続きする 

・資格喪失証明書（所属所長が発行） 

・印鑑 

（・年金手帳） 

保 険 料 個人で負担（令和２年度月額 16,540円） 個人で負担（令和２年度月額 16,540円） 

 

 

退職者とその家族は、全国にある公立学校共済組合および相互利用共済組合等の宿泊施

設を組合員料金（一般の料金より 円～ 円程度安い料金）で利用できます。

また、公立学校共済組合飯坂保養所「あづま荘」に宿泊する場合、さらに 円の利

用助成が受けられます。

利用の際は、退職時にお送りする「宿泊施設特別利用者証」を当該宿泊所・保養所のフ

ロントに提示してください。

１ 宿泊施設の利用

退職者は、全国にある公立学校共済組合および相互利用共済組合等の宿泊施設を組合員

料金で利用できます。

また、退職者の家族も公立学校共済組合の宿泊施設を組合員料金で利用できます。

利用の際は、退職時にお送りする「宿泊施設特別利用者証」を当該宿泊所・保養所のフ

ロントに提示してください。

宿泊施設特別利用者証

【相互利用共済組合等一覧】（一部異なる料金設定の場合があります。）

［ＭＥＭＯ］公立学校共済組合の宿泊施設

公立学校共済組合の宿泊所・保養所は、あづま荘を含め全国に 施設（令和２年 月現在）

あります。

利用する場合は、直接施設へ連絡し公立学校の退職者であることを告げて予約し、当日フ

ロントに「宿泊施設特別利用者証」または「任意継続組合員証」を提示してください。
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Ⅵ 退職後の福祉事業
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－ －

）県

２ 共済組合の任意継続組合員への助成等

指定宿泊施設の利用助成

任意継続組合員の方は公立学校共済組合福島支部が指定した施設を宿泊利用する場

合、１回の旅行につき２泊を限度として、下記のとおり助成が受けられます。

利用券の交付を希望する場合は、「指定宿泊施設利用券交付申請用（任継用）」（ ページ）

により、直接支部事務局（県教育庁福利課内）に請求してください。なお、利用券は１泊に

つき１枚必要です。

あづま荘の利用に際しては、利用券は不要です。施設のフロントに備え付けの「利用助成

申請書」に必要事項を記入し、支配人の承認を受けてください。

ただし、「宿泊施設特別利用者証」による利用助成との併用はできません。

【 対 象 施 設 】 ※ 助成金額は、令和２年度の適用額です。

ＪＲ運賃等割引きっぷ（バカンスクーポン）

任意継続組合員とその被扶養者は、下記の条件により、ＪＲ運賃等割引きっぷ（「バ

カンスクーポン」）を購入できます。

購入する場合は、「バカンスクーポン購入申込書」（旅行会社備え付け）を支部事務局へ提

出して公立学校共済組合福島支部長の証明印を受けた後、４旅行会社のいずれかの支店・営

業所へ申込書を提出してください。
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項 目 内 容 備 考

割 引 率
ＪＲ運賃････２割引

（特急券・急行券・座席指定券等は割引なし）

 

購 入 条 件

① 公立学校共済組合の直営宿泊施設・相互利用共済組合等の宿泊
施設・４旅行社の協定旅館に宿泊すること。
② 大人（中学生以上）２名以上または大人と子供併せて２名以上
が同一行程をとること。

③ ＪＲ線を片道 以上乗車船すること。

旅行中は申
込書の写し
を携帯する
こと

除 外 期 間

（乗車日基準）
①４／ ～５／６ ②８／ ～８／ ③ ／ ～１／６

 

４旅行会社 ｼﾞｪｲﾃｨﾋﾞｰ・近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ・日本旅行・ﾄｯﾌﾟﾂｱｰ  

宿 泊 施 設 名 助 成 対 象 者 助 成 金 額

あづま荘
組合員・被扶養者

配偶者・子・父母・祖父母
（父母・祖父母は配偶者の方も含みます。）

１泊２食 円
（ただし、小学生以下の子供は 円）

１泊１食まで 円
（ただし、小学生以下の子供は 円）

杉妻会館 組合員（本人） 円

 

－  101 
 

指定宿泊施設利用券交付申請書（任継用） 

令和 年 月 日 

公 立 学 校 共 済 組 合 福 島 支 部 長   様 

（〒 

住 所 

） 

申請者 

氏 名 印 

任意継続組合員証番号    

ＴＥＬ （ ） － 

下記のとおり、指定宿泊施設利用券の交付を申請します。 

記 

１ 申 請 枚 数   枚  

２ 利用予定年月日 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日（ 泊） 

３ 利用予定施設名 
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交付利用券の番号 

 

No． No． 

～ 

残枚数 
 

枚 

決 

裁

欄 

上記のとおり決定してよろしいか伺います。 

決裁権者 課 員 起 案 者 起案年月日 決裁年月日 
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－ －

）県

２ 共済組合の任意継続組合員への助成等

指定宿泊施設の利用助成

任意継続組合員の方は公立学校共済組合福島支部が指定した施設を宿泊利用する場

合、１回の旅行につき２泊を限度として、下記のとおり助成が受けられます。

利用券の交付を希望する場合は、「指定宿泊施設利用券交付申請用（任継用）」（ ページ）

により、直接支部事務局（県教育庁福利課内）に請求してください。なお、利用券は１泊に

つき１枚必要です。

あづま荘の利用に際しては、利用券は不要です。施設のフロントに備え付けの「利用助成

申請書」に必要事項を記入し、支配人の承認を受けてください。

ただし、「宿泊施設特別利用者証」による利用助成との併用はできません。

【 対 象 施 設 】 ※ 助成金額は、令和２年度の適用額です。

ＪＲ運賃等割引きっぷ（バカンスクーポン）

任意継続組合員とその被扶養者は、下記の条件により、ＪＲ運賃等割引きっぷ（「バ

カンスクーポン」）を購入できます。

購入する場合は、「バカンスクーポン購入申込書」（旅行会社備え付け）を支部事務局へ提

出して公立学校共済組合福島支部長の証明印を受けた後、４旅行会社のいずれかの支店・営

業所へ申込書を提出してください。
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項 目 内 容 備 考

割 引 率
ＪＲ運賃････２割引

（特急券・急行券・座席指定券等は割引なし）

 

購 入 条 件

① 公立学校共済組合の直営宿泊施設・相互利用共済組合等の宿泊
施設・４旅行社の協定旅館に宿泊すること。
② 大人（中学生以上）２名以上または大人と子供併せて２名以上
が同一行程をとること。

③ ＪＲ線を片道 以上乗車船すること。

旅行中は申
込書の写し
を携帯する
こと

除 外 期 間

（乗車日基準）
①４／ ～５／６ ②８／ ～８／ ③ ／ ～１／６

 

４旅行会社 ｼﾞｪｲﾃｨﾋﾞｰ・近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ・日本旅行・ﾄｯﾌﾟﾂｱｰ  

宿 泊 施 設 名 助 成 対 象 者 助 成 金 額

あづま荘
組合員・被扶養者

配偶者・子・父母・祖父母
（父母・祖父母は配偶者の方も含みます。）

１泊２食 円
（ただし、小学生以下の子供は 円）

１泊１食まで 円
（ただし、小学生以下の子供は 円）

杉妻会館 組合員（本人） 円

 

－  101 
 

指定宿泊施設利用券交付申請書（任継用） 

令和 年 月 日 

公 立 学 校 共 済 組 合 福 島 支 部 長   様 

（〒 

住 所 

） 

申請者 

氏 名 印 

任意継続組合員証番号    

ＴＥＬ （ ） － 

下記のとおり、指定宿泊施設利用券の交付を申請します。 

記 

１ 申 請 枚 数   枚  

２ 利用予定年月日 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日（ 泊） 

３ 利用予定施設名 
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交付利用券の番号 

 

No． No． 

～ 

残枚数 
 

枚 

決 

裁

欄 

上記のとおり決定してよろしいか伺います。 

決裁権者 課 員 起 案 者 起案年月日 決裁年月日 
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３ その他の手続 

(1) 貸付金未償還元利金の取扱い 

退職時に貸付金の未償還元利金があるときは、貸付規定により退職手当から控除して

返還することになります。福利課で控除の手続きをとりますので、借受人の手続きは不要

です。 

なお、未償還元利金が退職手当支給額を上回り、全額控除できない場合は、不足分に

ついて納入通知書を送付（３月下旬に所属に通知）しますので、退職手当支給日までに金

融機関で納入してください。 

(2) 団体信用生命保険の取扱い 

住宅貸付け及び教育貸付けの借入の際に団体信用生命保険（だんしん）制度に加入され

ている方が退職手当から未償還元利金を一括返済し償還が完了した場合、完了した時点で

その後の保障（保険）の適用はなくなります。これにより、加入時に設定された保障（保険）期

間のうち未経過分の保険料については、７月頃に保険料充当金として月割りで計算され、本

部から「保険料充当金返戻のご通知」が送付されると共に別途保険料充当金が振替口座に

送金されることになります。 

ただし、保険料の引き落としの時期が４月～５月になっている方は、退職手当から貸付金

の未償還元利金を一括返済した後に保険料の引き落としが行われ、精算手続きはその概ね

２か月後に行われることになりますので、振替口座を決して閉鎖（解約）しない よう注意してく

ださい。 

なお、この手続きは共済組合が行いますので、ご本人（借受人）が手続きをする必要ありま

せん。 

 

(3) 福祉保険制度の取扱い 

「福祉保険制度」に加入されている場合、定年退職後も保障を継続することができます。３

月末定年退職と同時に脱退を希望する方は、12月頃にご自宅宛に送付されます通知文をご

覧のうえ、別途脱退の手続きを行ってください。 

また、３月末で脱退された方への退職年の配当金はありません。（積立）配当金等がある

場合は、定年退職した年の翌年２月上旬（３月末で脱退した場合は、同年５月上旬） までに

指定口座に送金されますので、指定口座は解約しないでください。なお、指定口座への送

金については、共済組合が手続きを行いますので、ご本人の手続きは必要ありません。 

＜（積立）配当金とは＞ 

① 毎年、保険期間（11月から翌年10月まで）の収支計算を行い、剰余金が生じた場合、 配当 

金として送金される（積立てられる）ものをいいます。 

② 配当金の送金（積立）は、毎年の収支計算時（10月末日）における加入者に対して行わ 

れます。 
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６月下旬から７月上旬ごろに「特定健康診査受診券」（以下「受診券」という。）をご 

自宅にお送りしますので、同封されている健診機関一覧にある健診機関等を選び予約を

して必ず受診するようにしてください。 

「年金コース」「医療・障害補償コース」 

 
一般財団法人教職員生涯福祉財団サービスセンター 

フリーダイアル０１２０－４９１－２９４ 

受付は月曜日から金曜日（祝日を除く）の 

午前10：00～午後５：00 

「 介 護 保 障 コ ー  ス 」 
 

株式会社一ツ橋サービス 

フリーダイアル０１２０－８７８－６２６ 

受付は月曜日から金曜日（祝日を除く）の 

午前10：00～午後５：00 

下記のとおりです。 

(4) アイリスプランの取扱い 
年金コースについては、12 月末頃（予定）にご本人のご自宅宛に送付されます「退職   

手続のご案内」をご覧のうえ、１月末（予定）までに所定の手続きを行ってください。       

なお、医療・日常事故コース及び介護保障コースについては、退職後も継続できますの

で  改めて手続きをする必要はありません。ただし、住所、電話、振替口座を変更したい

場合は、「ハンドブック」に綴じ込みの「変更訂正届（ハガキ）」（※）に記入・郵送し

届け出てください。また、医療・日常事故コースを次年度更新しない場合には、毎年10月

中旬にご自宅に送付されます「満期のお知らせ」内「契約の変更届」に記入し返信封筒で

郵送してください。介護保障コースの解約については随時可能ですので「変更訂正届（ハ

ガキ）」（※）にご記入のうえ郵送して申請書を取り寄せてください。 

※医療・日常事故コースについては毎年３月中旬にご自宅宛に送付する封書内の「ハンドブック」に綴じ込 

みハガキの「変更訂正届」があります。介護保障コースについては毎年 10 月頃ご自宅宛に送付する「ご契約

内容のお知らせ」に同封されています。 

ご不明な点については下記にお問い合わせ願います。 

「年金コース」「医療・日常事故コース」 「 介 護 保 障 コ ー ス 」 

(5) 健康診断の取扱い 

任意継続組合員または任意継続組合員の被扶養者で40歳から74歳までの方を対象に生活

習慣病予防のため、メタボリックシンドロームに着眼した「特定健康診査」を実施するとともに、そ

の結果に基づき、一部の方を対象とした生活習慣の改善を目的とする「特定保健指導」を実施

します。 

なお、がん検診やその他の検診は、お住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。 

ア 特定健康診査 

７月上旬ごろに「特定健康診査受診券」（以下「受診券」という。）をご自宅にお送りします 

ので、同封されている健診機関一覧にある健診機関等を選び予約をして必ず受診するように

してください。 

市町村が実施する集団健診で受診される場合は、受診の際、受診券を市町村の担当者にご 

呈示ください。 

なお、受診券を利用しないで健診を受けられた場合は、受診券とともに健診結果の写を公立

学校共済組合福島支部（教育庁福利課）福祉担当に提出（郵送）してください。 

また、任意継続組合員の資格を喪失した方や被扶養者として取消された方は、受診券の使

用はできませんのでご注意ください。 

特定健康診査の検査項目は次のとおりです。 
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株式会社  一ツ橋サービス 

電話  ０１２０－８７８－６２６（無料） 

受付は午前 10 時～午後５時（土日祝日を除く） 
 

 
一般財団法人 教職員生涯福祉財団サービスセンター 

電話   ０１２０－４９１－２９４（無料） 

 受付は午前 10 時～午後５時（土日祝日を除く） 
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３ その他の手続 

(1) 貸付金未償還元利金の取扱い 

退職時に貸付金の未償還元利金があるときは、貸付規定により退職手当から控除して

返還することになります。福利課で控除の手続きをとりますので、借受人の手続きは不要

です。 

なお、未償還元利金が退職手当支給額を上回り、全額控除できない場合は、不足分に

ついて納入通知書を送付（３月下旬に所属に通知）しますので、退職手当支給日までに金

融機関で納入してください。 

(2) 団体信用生命保険の取扱い 

住宅貸付け及び教育貸付けの借入の際に団体信用生命保険（だんしん）制度に加入され

ている方が退職手当から未償還元利金を一括返済し償還が完了した場合、完了した時点で

その後の保障（保険）の適用はなくなります。これにより、加入時に設定された保障（保険）期

間のうち未経過分の保険料については、７月頃に保険料充当金として月割りで計算され、本

部から「保険料充当金返戻のご通知」が送付されると共に別途保険料充当金が振替口座に

送金されることになります。 

ただし、保険料の引き落としの時期が４月～５月になっている方は、退職手当から貸付金

の未償還元利金を一括返済した後に保険料の引き落としが行われ、精算手続きはその概ね

２か月後に行われることになりますので、振替口座を決して閉鎖（解約）しない よう注意してく

ださい。 

なお、この手続きは共済組合が行いますので、ご本人（借受人）が手続きをする必要ありま

せん。 

 

(3) 福祉保険制度の取扱い 

「福祉保険制度」に加入されている場合、定年退職後も保障を継続することができます。３

月末定年退職と同時に脱退を希望する方は、12月頃にご自宅宛に送付されます通知文をご

覧のうえ、別途脱退の手続きを行ってください。 

また、３月末で脱退された方への退職年の配当金はありません。（積立）配当金等がある

場合は、定年退職した年の翌年２月上旬（３月末で脱退した場合は、同年５月上旬） までに

指定口座に送金されますので、指定口座は解約しないでください。なお、指定口座への送

金については、共済組合が手続きを行いますので、ご本人の手続きは必要ありません。 

＜（積立）配当金とは＞ 

① 毎年、保険期間（11月から翌年10月まで）の収支計算を行い、剰余金が生じた場合、 配当 

金として送金される（積立てられる）ものをいいます。 

② 配当金の送金（積立）は、毎年の収支計算時（10月末日）における加入者に対して行わ 

れます。 
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６月下旬から７月上旬ごろに「特定健康診査受診券」（以下「受診券」という。）をご 

自宅にお送りしますので、同封されている健診機関一覧にある健診機関等を選び予約を

して必ず受診するようにしてください。 

「年金コース」「医療・障害補償コース」 

 
一般財団法人教職員生涯福祉財団サービスセンター 

フリーダイアル０１２０－４９１－２９４ 

受付は月曜日から金曜日（祝日を除く）の 

午前10：00～午後５：00 

「 介 護 保 障 コ ー  ス 」 
 

株式会社一ツ橋サービス 

フリーダイアル０１２０－８７８－６２６ 

受付は月曜日から金曜日（祝日を除く）の 

午前10：00～午後５：00 

下記のとおりです。 

(4) アイリスプランの取扱い 
年金コースについては、12 月末頃（予定）にご本人のご自宅宛に送付されます「退職   

手続のご案内」をご覧のうえ、１月末（予定）までに所定の手続きを行ってください。       

なお、医療・日常事故コース及び介護保障コースについては、退職後も継続できますの

で  改めて手続きをする必要はありません。ただし、住所、電話、振替口座を変更したい

場合は、「ハンドブック」に綴じ込みの「変更訂正届（ハガキ）」（※）に記入・郵送し

届け出てください。また、医療・日常事故コースを次年度更新しない場合には、毎年10月

中旬にご自宅に送付されます「満期のお知らせ」内「契約の変更届」に記入し返信封筒で

郵送してください。介護保障コースの解約については随時可能ですので「変更訂正届（ハ

ガキ）」（※）にご記入のうえ郵送して申請書を取り寄せてください。 

※医療・日常事故コースについては毎年３月中旬にご自宅宛に送付する封書内の「ハンドブック」に綴じ込 

みハガキの「変更訂正届」があります。介護保障コースについては毎年 10 月頃ご自宅宛に送付する「ご契約

内容のお知らせ」に同封されています。 

ご不明な点については下記にお問い合わせ願います。 

「年金コース」「医療・日常事故コース」 「 介 護 保 障 コ ー ス 」 

(5) 健康診断の取扱い 

任意継続組合員または任意継続組合員の被扶養者で40歳から74歳までの方を対象に生活

習慣病予防のため、メタボリックシンドロームに着眼した「特定健康診査」を実施するとともに、そ

の結果に基づき、一部の方を対象とした生活習慣の改善を目的とする「特定保健指導」を実施

します。 

なお、がん検診やその他の検診は、お住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。 

ア 特定健康診査 

７月上旬ごろに「特定健康診査受診券」（以下「受診券」という。）をご自宅にお送りします 

ので、同封されている健診機関一覧にある健診機関等を選び予約をして必ず受診するように

してください。 

市町村が実施する集団健診で受診される場合は、受診の際、受診券を市町村の担当者にご 

呈示ください。 

なお、受診券を利用しないで健診を受けられた場合は、受診券とともに健診結果の写を公立

学校共済組合福島支部（教育庁福利課）福祉担当に提出（郵送）してください。 

また、任意継続組合員の資格を喪失した方や被扶養者として取消された方は、受診券の使

用はできませんのでご注意ください。 

特定健康診査の検査項目は次のとおりです。 
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株式会社  一ツ橋サービス 

電話  ０１２０－８７８－６２６（無料） 

受付は午前 10 時～午後５時（土日祝日を除く） 
 

 
一般財団法人 教職員生涯福祉財団サービスセンター 

電話   ０１２０－４９１－２９４（無料） 

 受付は午前 10 時～午後５時（土日祝日を除く） 
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メ 

GPT 

タンパクの検査） 

(ｱ) 基本項目 

既往症の有無：服薬歴および喫煙歴を含む問診 

自覚症状及び他覚症状の有無：理学的検査（身体診察） 

身長、体重および腹囲の検査、BMIの測定、血圧測定、肝機能検査（AST（GOT）、 

ALT（GPT）、γ-GT（γ-GTP））、血中脂質検査（中性脂肪、HDLコレステロール、 

LDLコレステロールまたはNon-HDLコレステロール）、血糖検査（空腹時血糖また

はHbA1c、やむを得ない場合には随時血糖）、尿検査（尿糖、尿タンパクの検査） 

(ｲ) 詳細な健診項目 

一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施します。 

心電図検査、眼底検査、貧血検査（赤血球数、血色素量（ヘモグロビン値）、ヘマトクリット

値） 血清クレアチニン検査 

イ 特定保健指導 

特定健康診査の結果から、生活習慣の改善が必要と判定された方には、「特定保健指

導利用券」（以下「利用券」という。）をご自宅にお送りしますので、利用可能な健診機関等

に予約のうえ積極的に利用してください。 

利用券を用いることにより、専門スタッフ（医師、保健師、管理栄養士等）から生活習慣

を改善するためのアドバイス（特定保健指導）を受けることができます。 

利用を開始された方は、目標達成の如何にかかわらず、必ず最後まで特定保健指導を受け

るようにしてください。 

なお、特定保健指導の利用期間内に任意継続組合員の資格を喪失した場合や被扶養者とし

て取消された場合は、特定保健指導利用料は共済組合で負担できませんので、必ず公立学校

共済組合福島支部（教育庁福利課）福祉担当にその旨連絡をしてください。 

引き続き特定保健指導の継続を希望される方は、新たに加入する医療保険者に御相談 

ください。 
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Ⅶ 退職後の財産形成貯蓄の取扱いについて

財形貯蓄に加入している方が退職する場合、 次のいずれかの手続契約（財形の種類）ごとに

きが必要です。

提 出 期 限 平成２７年３月２０日（金）必着

※ ただし、年金貯蓄の契約内容の変更については平成27年２月末日必着とします。

退職者（年金加入者）

○ 年金貯蓄・住宅貯蓄の場合は、さらに下欄
の非課税申告書の勤務先と賃金の支払者に
ついて記入する。

※ 退職後１年以内に再就職先で担当者と相談
のうえ所定の手続きをすること。

２月末日必着

※ 積立金は本人指定の受取方法に
従って指定口座へ振り込まれます。

する

○ 年金貯蓄・住宅貯蓄の場合は、さらに下欄の
非課税申告書も記入する。
なお、解約の要件等は107頁をご覧ください。

※ 解約金は本人指定の受取方法に従って振り
込まれます。

※ その後、解約する場合は、取扱金融機関と相談し、指定された手続きをする。

再就職
再就職先に財形制度が
あり、積立を継続

変更届（様式第２号）を福利
課に提出する。

（注） 県に再任
用される場合は届
出不要です。

し

な

い

変更届（様式第２号）を福利課に提出する。

払戻請求書（様式第３号）を
福利課に提出する。

退職と同時に解約

する

５

年

未

満

年金貯蓄 退職時55歳以上であり、
積立開始から５年以上経
過し、契約どおり受け取
りを希望

契約内容の
変更を希望

変更届（様式第２号）
を福利課に提出す
る。

制
度
が
な
い

し

な

い

変更届（様式第２号）を福利
課に提出する。

する する

はい する

い

い

え

し

な

い

５
５
歳
未
満

し

な

い

し

な

い

１－３ 退 職

12 新勤務先
変更事項

変更事項 １－３ 退 職

１ 解 約

振込指定口座
記入事項

変更事項 １－３ 退 職
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なお、特定保健指導の利用期間内に任意継続組合員の資格を喪失した場合や被扶養者とし

て取消された場合は、特定保健指導利用料は共済組合で負担できませんので、必ず公立学校
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Ⅶ 退職後の財産形成貯蓄の取扱いについて

財形貯蓄に加入している方が退職する場合、 次のいずれかの手続契約（財形の種類）ごとに

きが必要です。

提 出 期 限 平成２７年３月２０日（金）必着

※ ただし、年金貯蓄の契約内容の変更については平成27年２月末日必着とします。

退職者（年金加入者）

○ 年金貯蓄・住宅貯蓄の場合は、さらに下欄
の非課税申告書の勤務先と賃金の支払者に
ついて記入する。

※ 退職後１年以内に再就職先で担当者と相談
のうえ所定の手続きをすること。

２月末日必着

※ 積立金は本人指定の受取方法に
従って指定口座へ振り込まれます。

する

○ 年金貯蓄・住宅貯蓄の場合は、さらに下欄の
非課税申告書も記入する。
なお、解約の要件等は107頁をご覧ください。

※ 解約金は本人指定の受取方法に従って振り
込まれます。

※ その後、解約する場合は、取扱金融機関と相談し、指定された手続きをする。

再就職
再就職先に財形制度が
あり、積立を継続

変更届（様式第２号）を福利
課に提出する。

（注） 県に再任
用される場合は届
出不要です。

し

な

い

変更届（様式第２号）を福利課に提出する。

払戻請求書（様式第３号）を
福利課に提出する。

退職と同時に解約

する

５

年

未

満

年金貯蓄 退職時55歳以上であり、
積立開始から５年以上経
過し、契約どおり受け取
りを希望

契約内容の
変更を希望

変更届（様式第２号）
を福利課に提出す
る。

制
度
が
な
い

し

な

い

変更届（様式第２号）を福利
課に提出する。

する する

はい する

い

い

え

し

な

い

５
５
歳
未
満

し

な

い

し

な

い

１－３ 退 職

12 新勤務先
変更事項

変更事項 １－３ 退 職

１ 解 約

振込指定口座
記入事項

変更事項 １－３ 退 職

一般財形

年金財形

住宅財形

退職に伴う財形貯蓄の取扱いについて

※用紙下欄の非課税廃止申告書
必ず記入する。

※用紙下欄の非課税廃止申告書必ず記入
する。

財形貯蓄に加入している方が退職する場合、契約（財形の種類）ごとに次のいずれかの手続きが必要です。
必要な手続きを確認のうえ、期限日までに必要書類を提出してください。

なお、年金財形に係る契約内容の変更については、手続きに日数を要することから、令和３年２月１９日（金）必着とします。（予定）

（予定）令和３年　３月５日（金）
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退職後に民間企業等へ再就職される方（再就職後の給料が民間企業等からの支給）の手続き

御中

百万 千 円 百万 千 円

百万 千 円

（2016.9）

１．非課税貯蓄申告書

4

- 105 -

派遣先名称を記入

    ２枚目・３枚目にも届出印を押印してくだ
    さい。

２枚目・３枚目にも押印ください。

　　　額・金融機関・氏名・住所・勤務先の変更の場
　　　合は非課税貯蓄申告書にも記入してください。

13

３．限度額変更の場合には、個人番号の記入は不要

月

（年月日）

個人番号 ・　　・

賃金の支払者

□ 旧印あり

１．預貯金
２．合同運用信託
３．有価証券
４．生命保険の保険料

令和　　　年　　　月　　　日
個人番号

変
更
後

銀行（金庫・組合・社）

3

　    　 Ｃ．住宅貯蓄　積立期限日
４．複数貯蓄の変更
　　　複数貯蓄の変更の場合は、貯蓄ごとに変更届を提

 024（ 935　）△△△△

財産形成非課税年金貯蓄
種　別

ﾌｸｼﾏ　ﾊﾅｺ　　

財産形成非課税住宅貯蓄届出印

変更届のご注意点

（〒　　　　　　―　　　　　　　　　　）

電話番号

銀行（金庫・組合・社）

生じた日

変更後
異 動 の

（所在地）

１．ご本人の個人番号を記入してください。

　　福島県福島市杉妻町２番１６号

0

３．下記の変更の場合には、該当取扱金融機関

　    　 Ｂ．年金貯蓄　積立期限日、受取開始日、
　　　　　　　　   　受取期間

　　　年金貯蓄及び住宅貯蓄の方が、非課税最高限度

　　　出してください。

年金受取
指定口座

　　　　　　税務署長殿

3

・　　・

所在地

31・4・1　　 と事前にご相談の上ご記入ください。
　     　Ａ．一般貯蓄　積立期限日 所在地

31・4・1 福島市杉妻町２番１６号２．届出印

本票は下記の順序で提出願います。

取扱金融機関

十万

十万

十万

変 更 事 項
（該当番号を○で囲む）

農業協同組合

　　してください。　

8

（該当をチェックする）

個人番号の記入

□ 旧印喪失

職
員

所
属

→
本票は所属控となりますの

で所属で保管願います。

福　島　花　子氏名 島

　　です。 ※すでに他の店舗等で非課税扱いの申告をしている
最高限度額

21

最高限度額

２．個人番号が変更になる場合は、変更前後を記入

11から変更します。

万

先異動・事務代行先変更

ﾌﾘｶﾞﾅ

新お届印

（名称）

限度額変更・異動・勤務

ﾌﾘｶﾞﾅ0

住　　　所

名　称
勤　務　先

新勤務先

次のとおり申告します。

住所 郡山市麓山一丁目

12

氏名・店舗

変更前

0

新 住 所

　（市・郡・区より
　　記入下さい。）

日

0

私は、平成 ２９ 年 ４　月　１　日付けをもって福島県を退職し、下記勤務先に転職い
たしました。ついては、新勤務先において引き続き勤労者財産形成住宅貯蓄・年金
貯蓄の非課税貯蓄措置の適用を受けたいので、貴行（金庫・組合・社）において保
管の財産形成住宅貯蓄・年金貯蓄非課税関係書類を新勤務会社に送付してくださ
い。

0
　　　　（　　　　）

0 円

１２月期末手当

毎年１０月の募
0 円 積立額の変更は

0 円

新 氏 名

集時期に限られ

4
百万

年

年間

（満　　　　歳）から

十万

0

積
立
額

0

給料 毎月

 期末勤勉
  手  当

６月

12月

千

0
万

万

令和退職 2

0 0

3
(該当番号を○で囲む）

2

東西しらかわ

から

10

3
年 月

変 更 事 項
（該当番号を○で囲む）

1

変　更　内　容

ﾌﾘｶﾞﾅ

9 元本均等方式逓増方式

(該当番号を○で囲む）
1

4会津よつば 福島さくら2

8 9

大 　東　 銀　 行4

5

福島 2

6 会津商工相双五城

貯蓄の種類
（該当番号を○で囲む）

取扱金融機関
（該当番号を○で囲む）

2

3

東 　邦 　銀　 行

1

1
(該当番号を○で囲む）

7

1

2

期日指定定期預金 金　銭　信　託

11

ふくしま未来

信用組合 2

夢みなみ

福 　島 　銀　 行

東 北 労 働 金 庫

貯蓄の区分
（該当番号を○で囲む）

6
氏 名

（変更前）

1

8 7 4職員番号 7 5

新所属名

新所属コード 0

勤務先

0

名称
どちらかを○する

勤務先電話

フリガナ福島市杉妻町２番１６号

福島県

福島県教育委員会

○○学校
ｼ ﾏ

どちらかを○で囲む

日　 本　 生　 命

福　島　花　子

12

15

024（　521　）7039

生年月日

自宅電話

財産形成住宅貯蓄（住宅貯蓄）3

3

積　 立　 保　 険5

ＳＭＢＣ日興証券

5

三菱ＵＦＪ信託銀行

16

いわき

明 治 安 田 生 命

第　 一 　生 　命

14 大 　和　 証 　券

あぶくま 二本松

17

ひまわり

再開

7白河会津

福島県商工 6

6 須賀川信用金庫

024（　395　）0000

平成

4 公社債投資信託

1

0

0 1
昭和

2

財産形成貯蓄　
財産形成年金貯蓄　

住 所
(変更前）

所在地

フリガナ ﾌ ｸ

（市・郡・区より
　記入下さい)

福島県・福島県教育委員会共通用紙

届出日

0

財産形成住宅貯蓄

（〒　963　―　　8876　）

平成

0

9

財産形成年金貯蓄（年金貯蓄）

10

中断・再開・退職
(該当番号を○で囲む）

野 　村 　證　 券

財産形成貯蓄（一般貯蓄）

3 郡山

定額方式

8 みずほ信託銀行

1

変　更　内　容

中断 2

(該当番号を○で囲む）

中断・再開は、通常月の場合、県庁福利厚生室または教育庁福利課で受理した翌月から該当となります。毎年１０月の募集時期は１２月から変更になります。

00 4
年金受取方式

月 日

5

下記のとおり変更します。

2 積立期限日

1

1

事務代行先

勤務先の長の印

・　　・

31・4・1

・　　・

・　　・

31・4・1

個人番号又は法人番号

派遣先名称を記入

派遣先の所在地を記入

万

電話番号
普通預金番号
（本人名義）

ﾅ ｺ

三井住友信託銀行

00

（満　　　　歳）まで
年

6

5

金融機関

年金受取開始日

年金受取期間 受取開始日から　　　　

平成

7

非課税最高限度額

福
島

変更届(所属控）
５－１

2 0

←契約の種類に丸をつける

5

　 福島県

コオリヤマシハヤマ

郡山市麓山一丁目１番地１号

ﾊ

名　称

所在地

申告書（勤務先控）

円

名　称

令和　　　年　　　月　　　日受入機関の
営業所等

法人番号

0

変更事項

派遣先の所在地を記入

 福島県

・　　・

※欄に記載した事項は,事実に相違ありません。
法人番号

派遣先の所在地を記入

所在地

名　称

支店

記載例１

様式第２号

令和

福
65

2 7
日

0
月

0
２

枚

目

も

押

印

く

だ

さ

い

年 月

派遣先名称を記入

年

お届印
2 2

日

210987

７ ０ ０ ００ ０００００２ ７ ９

年金財形及び住宅財
形の場合は、この欄も
記入すること。

財形を解約される方の手続き

円

１．預貯金 ２．合同運用信託

３．有価証券 ４．生命保険の保険料

百万 千 円

記載例２

00

4 5

ﾛ

福
利

0 0

00

７．所属長経由の上、直接該当取扱金融機関へ提出してください。

0 1

会津よつば 4

普通預金番号
（本人名義）

3

17

7

 024（　521　）0000

令和　　　年　　　月　　　日

勤務先電話

明 治 安 田 生 命

二本松

ふくしま未来

御中

ｳ

年 月 日

勤　務　先

ﾌｸﾘ　ﾀﾛｳ

財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書

フクシマシスキ゛ツマチョウ

ﾌ ｸ ﾘ

種　  　 　別

1
(該当番号を○で囲む）

2

事務代行先

　下記のとおり払戻しの請求をしますので払戻金額を貴行（組合・金庫・社）所定の方法により計算のうえ、私の指定する私名義の預金口座に振込んでください。

払  戻   財  形
口座（契約）番号

1

7

てください。

本票は下記の順序で提出願います。

職
員

（2016.9）

名　称

所在地

07所
属

→ 名　称

所在地

本票は所属控となりますの

で所属で保管願います。
0 0　　　福　島　県

法人番号

賃金の支払者

個人番号又は法人番号

0 02 070 90 0

　　　福　島　県

所在地

福島市杉妻町２番１６号

○○銀行

□□市△△１－１

福
利

法人番号

の規定の適用を受けることをやめたいので、この旨申告します

5

98 あぶくま

　　　福島県福島市杉妻町２番１６号

福　利　太　郎

  金庫
  組合
   社

0 0

（勤務先控）

0

東 北 労 働 金 庫

信用組合 1

東西しらかわ

5

(該当番号を○で囲む）

夢みなみ

6 須賀川3 51 白河郡山会津福島 ひまわり

14

9

10 三菱ＵＦＪ信託銀行

三井住友信託銀行2

東 　邦　 銀　 行 日 　本　 生 　命

12 ＳＭＢＣ日興証券 16 第 　一　 生 　命

8 みずほ信託銀行 15

公社債投資信託

11

貯蓄の種類
（該当番号を○で囲む） 1 期日指定定期預金 2

0 1

金　銭　信　託

0
福　利　太　郎

3

4

財産形成住宅貯蓄（住宅貯蓄）貯蓄の区分
（該当番号を○で囲む） 1

職 員 番 号 0

所属コード

様式第３号
取扱金融機関

財産形成貯蓄（一般貯蓄）

0

福島県・福島県教育委員会共通用紙

財産形成住宅貯蓄
財産形成年金貯蓄　

所  属  名 フリガナ

勤務先

所在地 福島市杉妻町２番１６号

どちらかを○する

フリガナ

名称 福島県 住　所

（市・郡・区から記入）
福島県教育委員会

（〒　９６０　　―　　８６７０　　　　

ﾀ

福島市杉妻町２番１６号

1 0

5

昭和

4

1

3

0

2

解　　約

大 　東 　銀　 行

福 　島　 銀　 行

請
　
求
　
内
　
容

（

該
当
番
号
を
○
で
囲
む
）

一部払出し

5

6

（概算金額）

信用金庫

最 高 限 度 額

Ｃ．住宅貯蓄の生存給付金の請求

書類は必ず所属長へ提出し

（注）書類の提出先

下記の

財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
 号を○で囲んでください。

住所

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ
Ｂ．一般貯蓄の満期請求　　　　

所在地

名　称

　　受入機関の
　　営業所等

財産形成住宅貯蓄につき租税特別措置法第４条の２第１項

　　　　　　税務署長殿

財産形成年金貯蓄につき租税特別措置法第４条の３第１項

　　　福島県福島市杉妻町２番１６号

名　称

Ａ．通常（Ｂ・Ｃ以外）の請求　

千百万

0 0

50 1 43 76

（注＊）生命保険の場合、該当記

振込指定口座 ○○　銀行

　退職者の方のみご記入ください。

月まで希望します。　財形の積立は　　　

上記の口座から下記の金額を払出します。

請求金額

(注＊）

全部、又は

(該当番号を○で囲む）

農業協同組合

福島県商工

82

上記の口座を解約します。

取扱金融機関
（該当番号を○で囲む）

2

(注＊）

請求日

払戻請求書
（所属控）

３－１

(注）

財産形成貯蓄　

←契約の種類に丸をつける

積 　立 　保　 険

２

枚

目

も

押

印

く

だ

さ

い

２．「全部払出し」の場合、請求金額は記入不要、「全部」を○で囲んください。

会津商工

令和

大 　和　 証　 券

2

2 いわき

氏　名 生年月日
どちらかを○で囲む

２．所属長経由の上、県庁福利厚生室または教育庁福利課へ提出してください。

お届印

平成

024（　521　）0001自宅電話

5

財産形成年金貯蓄（年金貯蓄）

11 野 　村 　證　 券

9

３．「一部払出し」による請求金額は、１万円以上、千円の整数倍（日本生命は

　　千円以上）で記入ください。なお、この場合払出概算金額となります。

５．生命保険の場合、残高が千円以上ないと解約になる場合があります。

６．年金貯蓄と住宅貯蓄の要件外払出は解約となります。

××　支店

↓

62 3

（日付は記入しないでください。）

３．退職者の積立希望欄に記入がない場合は、翌月１０日までに解約します。

相双五城 6

(注）

(注）

４．年金貯蓄は一部払出しできません。

１．「全部又は一部払出し」は該当取扱金融機関に相談の上ご記入ください。

福島さくら

１．財形口座（契約）番号が不明の場合は記入不要です。

１．年金貯蓄・住宅貯蓄の場合は下記の非課税廃止申告書を記入ください。

- 106 -

日

20 7220
年 月

年金財形及び

住宅財形の場合は、この

欄も記入すること。

忘れずに記入すること
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財形を解約される方の手続き

円

１．預貯金 ２．合同運用信託

３．有価証券 ４．生命保険の保険料

百万 千 円

記載例２

00

4 5

ﾛ

福
利

0 0

00

７．所属長経由の上、直接該当取扱金融機関へ提出してください。

0 1

会津よつば 4

普通預金番号
（本人名義）

3

17

7

 024（　521　）0000

令和　　　年　　　月　　　日

勤務先電話

明 治 安 田 生 命

二本松

ふくしま未来

御中

ｳ

年 月 日

勤　務　先

ﾌｸﾘ　ﾀﾛｳ

財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書

フクシマシスキ゛ツマチョウ

ﾌ ｸ ﾘ

種　  　 　別

1
(該当番号を○で囲む）

2

事務代行先

　下記のとおり払戻しの請求をしますので払戻金額を貴行（組合・金庫・社）所定の方法により計算のうえ、私の指定する私名義の預金口座に振込んでください。

払  戻   財  形
口座（契約）番号

1

7

てください。

本票は下記の順序で提出願います。

職
員

（2016.9）

名　称

所在地

07所
属

→ 名　称

所在地

本票は所属控となりますの

で所属で保管願います。
0 0　　　福　島　県

法人番号

賃金の支払者

個人番号又は法人番号

0 02 070 90 0

　　　福　島　県

所在地

福島市杉妻町２番１６号

○○銀行

□□市△△１－１

福
利

法人番号

の規定の適用を受けることをやめたいので、この旨申告します

5

98 あぶくま

　　　福島県福島市杉妻町２番１６号

福　利　太　郎

  金庫
  組合
   社

0 0

（勤務先控）

0

東 北 労 働 金 庫

信用組合 1

東西しらかわ

5

(該当番号を○で囲む）

夢みなみ

6 須賀川3 51 白河郡山会津福島 ひまわり

14

9

10 三菱ＵＦＪ信託銀行

三井住友信託銀行2

東 　邦　 銀　 行 日 　本　 生 　命

12 ＳＭＢＣ日興証券 16 第 　一　 生 　命

8 みずほ信託銀行 15

公社債投資信託

11

貯蓄の種類
（該当番号を○で囲む） 1 期日指定定期預金 2

0 1

金　銭　信　託

0
福　利　太　郎

3

4

財産形成住宅貯蓄（住宅貯蓄）貯蓄の区分
（該当番号を○で囲む） 1

職 員 番 号 0

所属コード

様式第３号
取扱金融機関

財産形成貯蓄（一般貯蓄）

0

福島県・福島県教育委員会共通用紙

財産形成住宅貯蓄
財産形成年金貯蓄　

所  属  名 フリガナ

勤務先

所在地 福島市杉妻町２番１６号

どちらかを○する

フリガナ

名称 福島県 住　所

（市・郡・区から記入）
福島県教育委員会

（〒　９６０　　―　　８６７０　　　　

ﾀ

福島市杉妻町２番１６号

1 0

5

昭和

4

1

3

0

2

解　　約

大 　東 　銀　 行

福 　島　 銀　 行

請
　
求
　
内
　
容

（

該
当
番
号
を
○
で
囲
む
）

一部払出し

5

6

（概算金額）

信用金庫

最 高 限 度 額

Ｃ．住宅貯蓄の生存給付金の請求

書類は必ず所属長へ提出し

（注）書類の提出先

下記の

財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
 号を○で囲んでください。

住所

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ
Ｂ．一般貯蓄の満期請求　　　　

所在地

名　称

　　受入機関の
　　営業所等

財産形成住宅貯蓄につき租税特別措置法第４条の２第１項

　　　　　　税務署長殿

財産形成年金貯蓄につき租税特別措置法第４条の３第１項

　　　福島県福島市杉妻町２番１６号

名　称

Ａ．通常（Ｂ・Ｃ以外）の請求　

千百万

0 0

50 1 43 76

（注＊）生命保険の場合、該当記

振込指定口座 ○○　銀行

　退職者の方のみご記入ください。

月まで希望します。　財形の積立は　　　

上記の口座から下記の金額を払出します。

請求金額

(注＊）

全部、又は

(該当番号を○で囲む）

農業協同組合

福島県商工

82

上記の口座を解約します。

取扱金融機関
（該当番号を○で囲む）

2

(注＊）

請求日

払戻請求書
（所属控）

３－１

(注）

財産形成貯蓄　

←契約の種類に丸をつける

積 　立 　保　 険

２

枚

目

も

押

印

く

だ

さ

い

２．「全部払出し」の場合、請求金額は記入不要、「全部」を○で囲んください。

会津商工

令和

大 　和　 証　 券

2

2 いわき

氏　名 生年月日
どちらかを○で囲む

２．所属長経由の上、県庁福利厚生室または教育庁福利課へ提出してください。

お届印

平成

024（　521　）0001自宅電話

5

財産形成年金貯蓄（年金貯蓄）

11 野 　村 　證　 券

9

３．「一部払出し」による請求金額は、１万円以上、千円の整数倍（日本生命は

　　千円以上）で記入ください。なお、この場合払出概算金額となります。

５．生命保険の場合、残高が千円以上ないと解約になる場合があります。

６．年金貯蓄と住宅貯蓄の要件外払出は解約となります。

××　支店

↓

62 3

（日付は記入しないでください。）

３．退職者の積立希望欄に記入がない場合は、翌月１０日までに解約します。

相双五城 6

(注）

(注）

４．年金貯蓄は一部払出しできません。

１．「全部又は一部払出し」は該当取扱金融機関に相談の上ご記入ください。

福島さくら

１．財形口座（契約）番号が不明の場合は記入不要です。

１．年金貯蓄・住宅貯蓄の場合は下記の非課税廃止申告書を記入ください。

- 106 -

日

20 7220
年 月

年金財形及び

住宅財形の場合は、この

欄も記入すること。

忘れずに記入すること
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再任用、または知事部局へ異動となる方の手続き

御中

印

百万 千 円 百万 千 円

百万 千 円

（2016.9）

生年月日
3

←契約の種類に丸をつける

二本松8

野 　村 　證　 券 15

5

財産形成住宅貯蓄（住宅貯蓄）

 024（　 521　）7039
昭和

平成 00 0 11

2

様式第２号

ｽｳ ゛ｶﾏ

　　　年金貯蓄及び住宅貯蓄の方が、非課税最高限度
　　　額・金融機関・氏名・住所・勤務先の変更の場

記載例３

日年 月

200 7

　　　出してください。

    ２枚目・３枚目にも届出印を押印
　　 してください。
３．下記の変更の場合には、該当取扱金融機関
　　 と事前にご相談の上ご記入ください。
　     　Ａ．一般貯蓄　積立期限日

　　　　　　　　   　受取期間
　    　 Ｃ．住宅貯蓄　積立期限日
４．複数貯蓄の変更

３．限度額変更の場合には、個人番号の記入は不要
　　です。

個人番号の記入
１．ご本人の個人番号を記入してください。

変
更
後

　　　複数貯蓄の変更の場合は、貯蓄ごとに変更届を提

　　　合は非課税貯蓄申告書にも記入してください。
２．届出印

　    　 Ｂ．年金貯蓄　積立期限日、受取開始日、

１．非課税貯蓄申告書

変更届のご注意点

２．個人番号が変更になる場合は、変更前後を記入
　　してください。　

個人番号又は法人番号 31・４・1

受入機関の
営業所等

所在地
令和　　　年　　　月　　　日

※欄に記載した事項は,事実に相違ありません。

勤務先の長の印

名　称

法人番号

事務代行先

所在地 ・　　・

名　称 ・　　・

法人番号

賃金の支払者
所在地 　　福島県福島市杉妻町２番１６号　派遣先所在地を記入 31・４・1

名　称 　 福島県　　　　　　　　　 派遣先名称を記入 31・４・1

福島市杉妻町２－１７

福島県または福島県教育委員会

最高限度額
生じた日

個人番号 ・　　・

勤　務　先
所在地 31・４・１

名　称 31・４・1

福島市杉妻町２－１６

次のとおり申告します。

受入機関の受理日付印

氏名・店舗 ・　　・

住　　　所 ・　　・

変更事項 変更前 変更後
異 動 の

先異動・事務代行先変更
１．預貯金
２．合同運用信託
３．有価証券
４．生命保険の保険料

　　　　　　税務署長殿 令和　　　年　　　月　　　日
ﾌﾘｶﾞﾅ

※すでに他の店舗等で非課税扱いの申告をしている
最高限度額

（年月日）

個人番号

氏名

住所

支店

銀行（金庫・組合・社）

福島県または福島県教育委員会普通預金番号
（本人名義）

年間

財産形成非課税住宅貯蓄 限度額変更・異動・勤務
申告書 種　別

財産形成非課税年金貯蓄

12

024（ 521 ）××××

円

（名称）

年 月

（満　　　　歳）から 私は、平成　　　年　　　月　　　日付けをもって福島県を退職し、下記勤務先に転職
いたしました。ついては、新勤務先において引き続き勤労者財産形成住宅貯蓄・年
金貯蓄の非課税貯蓄措置の適用を受けたいので、貴行（金庫・組合・社）において
保管の財産形成住宅貯蓄・年金貯蓄非課税関係書類を新勤務会社に送付してくだ
さい。
（所在地）

福島市杉妻町２－１６

新お届印

　　　　（　　　　）

新勤務先

電話番号

0
百万

0

平成
日

8

届出印

□ 旧印喪失

（該当をチェックする）

□ 旧印あり

金融機関

13

7

6 年金受取期間

集時期に限られ

から変更します。

0

0 円

１２月期末手当 （〒　　　　　　―　　　　　　　　　　）

11

電話番号

新 住 所

　（市・郡・区より
　　記入下さい。）

ﾌﾘｶﾞﾅ

円

10
（満　　　　歳）まで

円

0 0

積立額の変更は

毎年１０月の募
0

日

積
立
額

給料

 期末勤勉
  手  当

12月

積立期限日

６月

2 平成

1 中断・再開・退職
(該当番号を○で囲む）

月

3中断

ﾌﾘｶﾞﾅ
年

年 月

42
(該当番号を○で囲む）

退職 令和 から

変　更　内　容

(該当番号を○で囲む）
会津 3 白河 6

変　更　内　容

5 92

16 第　 一 　生 　命

10

信用組合
(該当番号を○で囲む）

福島県商工1

郡山 須賀川

福島さくら1 3

明 治 安 田 生 命

東西しらかわ4

2 いわき

変 更 事 項
（該当番号を○で囲む）

貯蓄の区分
（該当番号を○で囲む）

貯蓄の種類
（該当番号を○で囲む）

1

1 東 　邦 　銀　 行

1 期日指定定期預金

財産形成貯蓄（一般貯蓄）

取扱金融機関
（該当番号を○で囲む）

0

5 0

4 大 　東　 銀　 行

6

1 再開

変 更 事 項
（該当番号を○で囲む）

信用金庫

0

受取開始日から　　　　

4

0

3

毎月

5 年金受取開始日

十万

0

本票は下記の順序で提出願います。

職
員

所
属

万

年金受取
指定口座

銀行（金庫・組合・社）

非課税最高限度額

本票は所属控となりますの
→

届出日

0 0
氏 名

（変更前）

自宅電話

どちらかを○で囲む

福島県

５－１

福島県・福島県教育委員会共通用紙 財産形成貯蓄　
取扱金融機関 財産形成年金貯蓄　

新所属名

勤務先

所在地 福島市杉妻町２番１６号

名称
どちらかを○する

令和

○○学校

日年 月

お届印 ２

枚

目

も

押

印

く

だ

さ

い

財産形成住宅貯蓄 2

住 所
(変更前）

（〒　961　―　0971　）

（市・郡・区より
　記入下さい)

フリガナ

フリガナ

勤務先電話 0248（   28   ）0000

シラカワシショウワマチ

白河市昭和町２６９番地

ｿ ｵ
新所属コード 0 0 0

福島県教育委員会

職員番号 9 8 7 相　馬　一　男6 5 4

9
福 　島 　銀　 行

下記のとおり変更します。

7

1 福島

2

3

中断・再開は、通常月の場合、県庁福利厚生室または教育庁福利課で受理した翌月から変更となります。毎年１０月の募集時期の場合は、１２月の期末勤勉手当分から変更となりま

1 定額方式 2 逓増方式2 0

十万 万

0

0
十万 万

0

財産形成年金貯蓄（年金貯蓄）

金　銭　信　託

みずほ信託銀行

年金受取方式

4

2

大 　和　 証 　券

8

0 9

積　立　保　険

三井住友信託銀行

17

万十万

新 氏 名

元本均等方式3

東 北 労 働 金 庫

夢みなみ

日　 本　 生　 命

12 ＳＭＢＣ日興証券

会津よつば

11

5 あぶくま7

3

14

2 公社債投資信託

5

三菱ＵＦＪ信託銀行

ひまわり

5

ふくしま未来 2

7 6

で所属で保管願います。

変更届(所属控）

２枚目・３枚目にも押印ください。

(該当番号を○で囲む）

相双五城 6 会津商工

農業協同組合

ソウマ　カズオ

派遣先の所在地を記入

派遣先名称を記入 福島県または福島県教育委員会

45 3 2 1 0

0200

9

　白河市昭和町２６９番地

相　馬　一男 0 9 8

- 107 -

0070 90007７ ０ ０ ００ ０００００２ ７ ９

派遣中に積立額を変更した場合

のみ、変更可能です。

相
馬

年金財形及び住宅財形
の場合は、この欄も記
入すること。

相
馬

－
－

2941 
営業統括室 

 

-8650 107 

仙台市青葉区中央３丁目３番３ 

仙台市青葉区中央３丁目３番３ 

東京都港区北青山1-5-4 311-288 

26 

ひ ま ま り 信 用 金 庫 

Ｊ Ａ バ ン ク 

み ず ほ 信 託 銀 行 株 会 社 仙 台 支 店 

三井住友信託銀行株式会社仙台あおば支 
店

店 

(022) 

262-5511 

262-5511 

業務推進部業務課 

地域部 

業務企画部 

系統決済係 

財形担当 

財形担当 

-4166 

980 

財 形 貯 蓄 取 扱 金 融 機 関  一 覧 
（令和２年７月31日現在） 

— 108 — 

 

名 称 郵便番号／住 所 電話番号 担 当 

株 式 会 社 東 邦 銀 行 
〒 960-8626 

福島市飯坂町平野字桜田3-4 
(024) 

541-2426 
業務支援部 

東    北    労    働    金    庫    
〒 980-0023 

宮城県仙台市青葉区北目町１-15  Ace21ビル 
(022) 

227-1207 

 

株 式 会 社 福 島 銀 行 
〒 960-8625 

福島市万世町２番５号 
(024) 

525-2534 
個人営業部 

株 式 会 社 大 東 銀 行 
〒 963-8004 

郡山市中町19番１号 
(024) 

925-8295 
営業企画部 

福 島 信 用 金 庫 
〒 960-8660 

福島市万世町１番５号 
(024) 

523-1857 
事務部 

会 津 信 用 金 庫 
〒 965-0035 

会津若松市馬場町２番16号 
(0242) 

22-7556 
営業推進部
業務推進課 

郡 山 信 用 金 庫 
〒 963-8005 

郡山市清水台２丁目13番26号 
(024) 

932-2228 
経営企画推進部 
顧客支援課 

ひ ま わ り 信 用 金 庫
〒 970-8026 

いわき市平字二町目10番地 
(0246) 

23-8500 

事務部 
事務管理グループ 

白 河 信 用 金 庫 
〒 961-8601 

白河市新白河１丁目152番地 
(0248) 

23-4515 
業務統括部 

須 賀 川 信 用 金 庫 
〒 962-0054 

須賀川市牛袋町121番地の１ 
(0248) 

75-3319 

総合企画部
営業推進課 

あ ぶ く ま 信 用 金 庫 
〒 975-0003 

南相馬市原町区栄町２丁目４番地 
(0244) 

23-5132 
事務部 

二 本 松 信 用 金 庫 
〒 964-0807 

二本松市金色久保227番地９ 
(0243) 

23-3752 
営業推進部業務課 

福 島 県 商 工 信 用 組 合 
〒 963-8877 

郡山市堂前町７番７号 
(024) 

991-1000 
財形担当 

い わ き 信 用 組 合 
〒 971-8162 

いわき市小名浜花畑町２番地の５ 
(0246) 

92 4111 
業務推進部 

相 双 五 城 信 用 組 合 
〒 976-0042 

相馬市中村字大町69番地 
(0244) 

36-5561 
業務部業務課 

会 津 商 工 信 用 組 合 
〒 965-0037 

会津若松市中央１丁目１番30号 
(0242) 

22-6565 
総務部総務・経理課 

農 業 協 同 組 合

（ 取りまとめ先  農林中央金庫福島支店） 

〒 960-0231 
福島市飯坂町平野字三枚長１番地１ 

送付先：農林中央金庫福島支店 

(024) 

552-5638 

コーポレートサービス班 

（系統決済） 

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 仙 台 支 店
〒 980-0811 

仙台市青葉区一番町３丁目１番１号 
(022) 

225-7686 
財形担当 

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社

仙 台 あ お ば 支 店 

  
（022） 

 

 262-5511 
財形担当 

 
三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  信  託  銀  行  株  式  会  社  
問 い 合 わ せ ： 財 形 事 務 セ ン タ ー  

〒 170 8610 (0120) 
財形担当 

東京都豊島区西池袋 1-7-7 東京西池袋ビル 31-1288  
野 村 證 券 株 式 会 社 
問い合わせ：  野村ビジネスサービス (株 )  
財 形 事 務 セ ン タ ー 

〒 103-8790 
東京都日本橋郵便局私書箱第185号 

(0120) 

148-604 

 
フリー 

 

SMBC日興證券株式会社制度商品業務部 
〒 135-8532 

東京都江東区木場1-5-55 
(0120) 

250-221 
財形担当 

大 和 証 券 株 式 会 社
問い合わせ：  大和証券ビジネスセンター 

〒 135-0016 

東京都江東区東陽2-3-2 

(0120) 

474-047 
制度事務部 
財形事務グループ 

日   本   生   命   保   険   相   互   会   社 
〒 541-8501 

大阪市中央区今橋３丁目５番12号 
(0120) 

981-818 
財形管理課 

第   一   生   命   保   険   株   式   会   社 
〒 135-8120 

東京都江東区豊洲3-2-3  私書箱504号 
(0120) 

998-665 
財形課 

明  治  安  田  生  命  保  険  相  互  会 社 
〒 135-0016 

東京都江東区東陽2-2-11 
(03) 

5690-6887 
集団財形サービス
グループ（財形） 

   

業務部集中事務課 
財形担当 

〒 980-8790 

宮城県仙台市青葉区中央２丁目１番７号 

― 104 ―



－
－

2941 
営業統括室 

 

-8650 107 

仙台市青葉区中央３丁目３番３ 

仙台市青葉区中央３丁目３番３ 

東京都港区北青山1-5-4 311-288 

26 

ひ ま ま り 信 用 金 庫 

Ｊ Ａ バ ン ク 

み ず ほ 信 託 銀 行 株 会 社 仙 台 支 店 

三井住友信託銀行株式会社仙台あおば支 
店

店 

(022) 

262-5511 

262-5511 

業務推進部業務課 

地域部 

業務企画部 

系統決済係 

財形担当 

財形担当 

-4166 

980 

財 形 貯 蓄 取 扱 金 融 機 関  一 覧 
（令和２年７月31日現在） 

— 108 — 

 

名 称 郵便番号／住 所 電話番号 担 当 

株 式 会 社 東 邦 銀 行 
〒 960-8626 

福島市飯坂町平野字桜田3-4 
(024) 

541-2426 
業務支援部 

東    北    労    働    金    庫    
〒 980-0023 

宮城県仙台市青葉区北目町１-15  Ace21ビル 
(022) 

227-1207 

 

株 式 会 社 福 島 銀 行 
〒 960-8625 

福島市万世町２番５号 
(024) 

525-2534 
個人営業部 

株 式 会 社 大 東 銀 行 
〒 963-8004 

郡山市中町19番１号 
(024) 

925-8295 
営業企画部 

福 島 信 用 金 庫 
〒 960-8660 

福島市万世町１番５号 
(024) 

523-1857 
事務部 

会 津 信 用 金 庫 
〒 965-0035 

会津若松市馬場町２番16号 
(0242) 

22-7556
営業推進部
業務推進課 

郡 山 信 用 金 庫 
〒 963-8005 

郡山市清水台２丁目13番26号 
(024) 

932-2228 
経営企画推進部 
顧客支援課 

ひ ま わ り 信 用 金 庫
〒 970-8026 

いわき市平字二町目10番地 
(0246) 

23-8500

事務部 
事務管理グループ 

白 河 信 用 金 庫 
〒 961-8601 

白河市新白河１丁目152番地 
(0248) 

23-4515
業務統括部 

須 賀 川 信 用 金 庫 
〒 962-0054 

須賀川市牛袋町121番地の１ 
(0248) 

75-3319

総合企画部
営業推進課 

あ ぶ く ま 信 用 金 庫 
〒 975-0003 

南相馬市原町区栄町２丁目４番地 
(0244) 

23-5132
事務部 

二 本 松 信 用 金 庫 
〒 964-0807 

二本松市金色久保227番地９ 
(0243) 

23-3752
営業推進部業務課 

福 島 県 商 工 信 用 組 合 
〒 963-8877 

郡山市堂前町７番７号 
(024) 

991-1000 
財形担当 

い わ き 信 用 組 合 
〒 971-8162 

いわき市小名浜花畑町２番地の５ 
(0246) 

92 4111 
業務推進部 

相 双 五 城 信 用 組 合 
〒 976-0042 

相馬市中村字大町69番地 
(0244) 

36-5561
業務部業務課 

会 津 商 工 信 用 組 合 
〒 965-0037 

会津若松市中央１丁目１番30号 
(0242) 

22-6565
総務部総務・経理課 

農 業 協 同 組 合

（ 取りまとめ先  農林中央金庫福島支店） 

〒 960-0231 
福島市飯坂町平野字三枚長１番地１ 

送付先：農林中央金庫福島支店 

(024) 

552-5638 

コーポレートサービス班 

（系統決済） 

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 仙 台 支 店
〒 980-0811 

仙台市青葉区一番町３丁目１番１号 
(022) 

225-7686 
財形担当 

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社

仙 台 あ お ば 支 店 

  
（022） 

 

 262-5511 
財形担当 

 
三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  信  託  銀  行  株  式  会  社  
問 い 合 わ せ ： 財 形 事 務 セ ン タ ー  

〒 170 8610 (0120) 
財形担当 

東京都豊島区西池袋 1-7-7 東京西池袋ビル 31-1288  
野 村 證 券 株 式 会 社 
問い合わせ：  野村ビジネスサービス (株 )  
財 形 事 務 セ ン タ ー 

〒 103-8790 
東京都日本橋郵便局私書箱第185号 

(0120) 

148-604

 
フリー 

 

SMBC日興證券株式会社制度商品業務部 
〒 135-8532 

東京都江東区木場1-5-55 
(0120) 

250-221 
財形担当 

大 和 証 券 株 式 会 社
問い合わせ：  大和証券ビジネスセンター 

〒 135-0016 

東京都江東区東陽2-3-2 

(0120) 

474-047 
制度事務部 
財形事務グループ 

日   本   生   命   保   険   相   互   会   社 
〒 541-8501 

大阪市中央区今橋３丁目５番12号 
(0120) 

981-818
財形管理課 

第   一   生   命   保   険   株   式   会   社 
〒 135-8120 

東京都江東区豊洲3-2-3  私書箱504号 
(0120) 

998-665
財形課 

明  治  安  田  生  命  保  険  相  互  会 社 
〒 135-0016 

東京都江東区東陽2-2-11 
(03) 

5690-6887 
集団財形サービス
グループ（財形） 

   

業務部集中事務課 
財形担当 

〒 980-8790 

宮城県仙台市青葉区中央２丁目１番７号 
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